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国 税 庁 
法人番号    7000012050002 

（令８.４） 

 

 
租税特別措置法第 40 条では、非課税承認を受けた後

に、公益法人等及び公益信託がその非課税承認に係る寄

附財産等を譲渡した場合など、非課税承認の取消事由に

該当する場合であっても、一定の要件を満たすことで、

非課税承認を継続することができる特例が設けられてい

ます。 

この「記載のしかた」では、これらの各種特例の概要

や必要となる届出書等の記載方法を説明しています。 

 

「租税特別措置法第40条の規定による

届出書等」の記載のしかた 
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※この「記載のしかた」において使用している略称は、次のとおりです。 
 

 

 

 

措法 ··························· 租税特別措置法（昭和 32年法律第 26号） 

措令 ··························· 租税特別措置法施行令（昭和 32年政令第 43号） 

措規 ··························· 租税特別措置法施行規則（昭和 32年大蔵省令第 15号） 

私立学校法 ·················· 私立学校法（昭和 24年法律第 270号） 

特定非営利活動促進法 ··· 特定非営利活動促進法（平成 10年法律第７号） 

公益認定法 ·················· 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成 18年法律第 49号） 

整備法 ························ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団 

法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 

18年法律第 50号） 

公益信託法 ·················· 公益信託に関する法律（令和６年法律第 30号） 

40条通達 ···················· 昭和 55 年４月 23 日付直資２－181「租税特別措置法第 40 条第１項後段の規 

定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて（法令解釈通達）」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この「記載のしかた」は令和８年４月１日現在に施行されている法令等に基づいて作成しています。 
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⑴ 買換資産を取得する場合における非課税承認の継続の特例【措法40⑤一】 

措法第 40 条第１項後段の規定による国税庁長官の承認（以下「非課税承認」といいます。）を受けて

行われた寄附（以下「特定贈与等」といいます。）に係る同項後段に規定する公益法人等（以下「公益法人

等」といいます。）が、非課税承認に係る寄附財産を譲渡し、買換資産を取得する場合で、次の要件を

満たすときは、非課税承認を継続することができます（措法40⑤一）。 

なお、特定贈与等に係る公益法人等には、措法第 40 条第６項から第 14 項までの規定により特定贈与等に

係る公益法人等とみなされた者を含みます（以下、この特定贈与等に係る公益法人等及び公益法人等と

みなされた者を併せて「受贈法人等」といいます。）。また、非課税承認に係る寄附財産には、措法第 40

条第６項から第 14 項までの規定により非課税承認に係る寄附財産とみなされた資産を含みます（以下、こ

の寄附財産及び寄附財産とみなされた資産を併せて「寄附財産等」といいます。）。 

イ 譲渡する非課税承認に係る寄附財産等（以下「譲渡財産」といいます。）は、受贈法人等の公益目

的事業（措法第40条第１項第１号に規定する公益を目的とする事業及び公益信託法第７条第３項第

４号に規定する公益信託事務をいいます。以下同じです。）の用に２年以上直接供しているもので

あること。 

ロ 買換資産は、譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもって取得する、譲渡財産に係る公益目

的事業の用に直接供することができる譲渡財産と同種の資産、土地及び土地の上に存する権利（国

外にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物は除かれま

す（40条通達27）。）であること。 

ハ 買換資産は、原則として、譲渡の日（譲渡財産の引渡しの日をいいます。）の翌日から１年を経過

する日までの期間内に公益目的事業の用に直接供すること。 

ニ 受贈法人等は、一定の事項を記載した届出書（25ページ参照）及び必要な添付書類（26ページ参照）

を、譲渡の日の前日までに受贈法人等の納税地（受贈法人等が法人である場合には主たる事務所又

は本店の所在地をいいます。以下同じです。）を所轄する税務署長に提出すること。 

  なお、受贈法人等が公益信託法第２条第１項第１号に規定する公益信託（以下「公益信託」といい

ます。）の受託者である場合において、共同受託（その公益信託の受託者が複数いる場合をいいま

す。以下同じです。）のときは、その公益信託の信託事務を主宰する受託者（以下「主宰受託者」

といいます。）が、譲渡の日の前日までにこれらの書類をその主宰受託者の納税地を所轄する税務

署長に提出すること。 

 
  

「同種の資産」とは 
 

同種の資産とは、例えば、寄附財産が土地の場合は土地及び土地の上に存する権利、建物の場合は

建物及び附属設備、書画の場合は書画及び骨とうをいいます（40 条通達 29）。また、寄附財産が株

式である場合には、同種の資産として株式のほかに公社債及び投資信託の受益権が含まれます

（措規18の19⑪）。 

なお、公社債及び投資信託の受益権には、割引の方法により発行される公社債及びいわゆる無分配

型の投資信託の受益権などは含まれません（40条通達29(注)）。 

１ 各種特例等の概要 
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⑵ 特定買換資産を取得する場合における非課税承認の継続の特例【措法40⑤二】 

受贈法人等のうち承認特例対象法人等が、寄附財産等（承認特例の適用を受けて行われたものを除き

ます。）を譲渡し、措法第 40条第５項第２号に規定する特定買換資産（以下「特定買換資産」といいま

す。）を取得する場合で、次の要件を満たすときは、非課税承認を継続することができます（措法 40⑤

二）。 

イ 譲渡財産は、特定管理方法により管理しているものであること。 

ロ 特定買換資産は、譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもって取得する資産であること。 

ハ 特定買換資産は、特定管理方法により管理すること。 

ニ 受贈法人等（公益信託の受託者である場合において、共同受託のときは、主宰受託者）は、一定の

事項を記載した届出書（27ページ参照）及び必要な添付書類（28ページ参照）を、譲渡の日の前日

までにその受贈法人等の納税地を所轄する税務署長に提出すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「認定ＮＰＯ法人等」とは 

「認定ＮＰＯ法人等」とは、特定非営利活動促進法第２条第３項に規定する認定特定非営利活動法人及

び同条第４項に規定する特例認定特定非営利活動法人をいいます。 

「国立大学法人等」とは 

「国立大学法人等」とは、国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高

等専門学校機構、国立研究開発法人及び国立健康危機管理研究機構をいいます。 

「承認特例対象法人等」とは 

「承認特例対象法人等」とは、国立大学法人等、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、社会福祉法

人、認定ＮＰＯ法人等又は公益信託の受託者をいいます。 

「特定管理方法」とは 

「特定管理方法」とは、次の公益法人等の区分に応じ、それぞれに定める方法をいいます。 

① 公益信託の受託者以外の承認特例対象法人等 

「公益法人等に財産を寄附した場合における『租税特別措置法第40条の規定による承認申請書』の記

載のしかた」の「１ 制度の概要」の「(2)ロ 承認要件」の(ﾛ)のＡ、Ｂ(b)、Ｃ、Ｄ、Ｅに掲げる方法 

② 公益信託の受託者 

「公益信託に財産を拠出した場合における『租税特別措置法第40条の規定による承認申請書』の記載

のしかた」の「１ 制度の概要」の「(2)ロ 承認要件」の(ﾛ)の方法 

対象となる「学校法人」とは 

「学校法人」とは、私立学校法第３条に規定する学校法人（同法第 152条第５項の規定により設立され

た法人（準学校法人）を含みます。）をいいます。 
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⑶ 承認特例の適用を受けた財産等の買換えを行う場合【措令25の17③六】 

承認特例対象法人等が、承認特例の適用を受けて行われた寄附に係る財産又は特定買換資産で特定管

理方法により管理されていた財産を譲渡して、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもって取得

する財産を引き続き特定管理方法により管理する場合は、非課税承認を継続することができます（措令

25の17③六）。 

なお、この買換えを行った際には、一定の事項を記載した届出書（22 ページ参照）及び必要な添付書

類（23 ページ参照）を、受贈法人等の納税地を所轄する税務署長に提出してください。 

寄附財産をそのまま公益目的事業に利用

公益目的事業に利用しなくなった場合
（寄附財産の売却等）

非課税承認の継続

非課税承認の取消し

公益目的事業の用に２年以上直接供している寄附財産を

同種の資産等に買換えをし、公益目的事業に利用

特例

原則

非課税承認の継続

〇 買換特例【措法40⑤一】
（概要：５ページの⑴参照、届出書：25ページ参照）

非
課
税
承
認
後

〇 特定買換資産の特例【措法40⑤二】
（概要：６ページの⑵参照、届出書：27ページ参照）

寄附財産を特定管理方法に係る基金等に組み
入れたのち、基金等内での寄附財産の買換え

非課税承認の継続

寄附財産を特定管理方法により管理

承認特例対象法人等

非課税承認の継続

寄附財産を特定管理方法により管理

承認特例対象法人等

一

般

特

例

の

場

合

承
認
特
例
の
場
合

【寄附財産の買換イメージ】

〇 承認特例の適用を受けた財産の買換え【措令25の17③六】
（概要：このページの⑶参照、届出書：22ページ参照）

(注) 上図のほか、一定のやむを得ない理由により寄附財産を譲渡した場合に、代替資産を取得することによ
り非課税承認を継続することができる制度も設けられています（届出書：20ページ参照）。

特定管理方法に係る基金等
内での寄附財産の買換え
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⑷ 特定贈与等に係る受贈法人等が合併する場合における非課税承認の継続の特例【措法40⑥】 

特定贈与等に係る受贈法人等が、合併（公益信託の受託者である法人の合併を除きます。以下この⑷

において同じです。）により寄附財産等を合併後存続する他の法人や合併により新たに設立される法人

（公益法人等に該当するものに限ります。以下「公益合併法人」といいます。）に移転しようとする場

合に、公益合併法人が、その移転を受ける寄附財産等を、原則として、合併の日（吸収合併の場合はそ

の合併の効力の生ずる日、新設合併の場合は公益合併法人の成立した日をいいます（40条通達 36）。）

の翌日から１年を経過する日までの期間内に公益目的事業の用に直接供するときは、非課税承認を継続

することができます（措法 40⑥⑮）。 

この特例の適用を受けるためには、特定贈与等に係る受贈法人等が、一定の事項を記載した届出書（29

ページ参照）及び必要な添付書類（30 ページ参照）を、合併の日の前日までに受贈法人等の納税地を

所轄する税務署長に提出する必要があります（措法40⑥、措令 25の17㉑）。 

 

⑸ 特定贈与等に係る受贈法人等が解散する場合における非課税承認の継続の特例【措法40⑦】 

特定贈与等に係る受贈法人等が、解散（合併による解散及び公益信託の受託者である法人の合併以外に

よる解散を除きます。）による残余財産の分配又は引渡しにより、寄附財産等について、次に掲げる移

転又は拠出（以下この⑸において「移転等」といいます。）をしようとする場合、その移転等を受ける

者（以下「解散引継法人等」といいます。）が、その移転等を受けた寄附財産等を、原則として、解散

の日（残余財産の分配又は引渡しの日をいいます（40 条通達 38）。）の翌日から１年を経過する日まで

の期間内に公益目的事業の用に直接供するときは、非課税承認を継続することができます（措法 40⑦

⑮）。 

イ 他の公益法人等（措法第40条第１項第１号に掲げる者に限ります。）への移転 

ロ 類似の公益事務（公益信託法第２条第１項第２号に規定する公益事務をいいます。以下「公益事務」

といいます。）をその目的とする公益信託（その公益信託の受託者が措法第40条第１項第２号に掲

げる者に該当するものに限ります。）への信託財産とするための拠出 

この特例の適用を受けるためには、特定贈与等に係る受贈法人等が、一定の事項を記載した届出書

（31 ページ参照）及び必要な添付書類（32 ページ参照）を、解散の日の前日までに受贈法人等の納税

地を所轄する税務署長に提出する必要があります（措法40⑦、措令 25の17㉒）。 

【合併】 

 合併に伴い
財産を移転 

１年以内
使用開始 

 
 

 

公益合併法人を特定贈与等に係

る受贈法人等とみなします。 

 

 

 

【解散】 

 残余財産の分配
又は引渡し 

１年以内
使用開始 

 
 

解散引継法人等を特定贈与等に

係る受贈法人等とみなします。 
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⑹ 特定贈与等に係る受贈法人等が公益認定の取消しの処分を受けた場合における非課税承認の継続

の特例【措法40⑧】 

特定贈与等に係る受贈法人等で公益認定の取消しの処分（公益認定法 29①②）（非課税承認の取消事

由に該当しないものに限ります。以下「特定処分」といいます。）を受けた後、特定一般法人（一般社

団法人又は一般財団法人で、法人税法第２条第９号の２イ及び法人税法施行令第３条第１項に掲げる要

件の全てを満たす法人をいいます。以下同じです。）に該当することとなったことから、定款の定めに

従い、公益目的取得財産残額（公益認定法 30②）に相当する額の財産（以下「引継財産」といいます。）

について、次に掲げる贈与又は拠出（以下この⑹において「贈与等」といいます。）をしようとする場

合、その贈与等を受ける者（以下「引継法人等」といいます。）が、その引継財産のうち寄附財産等に

相当する部分（以下「公益引継資産」といいます。）を、原則として、その贈与の日（贈与の履行の日

をいいます（40 条通達 39）。）又は拠出の日（以下この⑹において「贈与等の日」といいます。）の翌

日から１年を経過する日までの期間内に公益目的事業の用に直接供するときは、非課税承認を継続する

ことができます（措法 40⑧⑮）。 

イ 他の公益法人等（措法第40条第１項第１号に掲げる者に限ります。）への贈与 

ロ 類似の公益事務をその目的とする公益信託（その公益信託の受託者が措法第40条第１項第２号に掲

げる者に該当するものに限ります。）への信託財産とするための拠出 

この特例の適用を受けるためには、特定贈与等に係る受贈法人等が、一定の事項を記載した届出書

（33 ページ参照）及び必要な添付書類（34 ページ参照）を、贈与等の日の前日までに受贈法人等の納

税地を所轄する税務署長に提出する必要があります（措法40⑧、措令 25の17㉓）。 

(注) 公益引継資産が金銭である場合には、その金銭の全部をもって引継法人等の公益目的事業の用に直接

供することができる財産を取得し、原則として、贈与等の日の翌日から１年を経過する日までの期間内

に公益目的事業の用に直接供することが必要です（40条通達 40）。 

 

 

 

  

引継法人等を特定贈与等に係

る受贈法人等とみなします。 

【公益認定の取消し】 
１年以内
使用開始 

 

 

 
 

 

 

「公益引継資産」とは 

引継法人等が、贈与を受け、又は信託財産として受け入れる引継財産のうち、寄附財産等に

相当する部分をいいます。 

具体的には、引継財産が寄附財産等である場合にはその寄附財産等をいいますが、引継財産

がその寄附財産等以外のものである場合には、公益目的取得財産残額に、その公益目的取得財

産残額相当額のうちに寄附財産等の特定処分を受けた日の前日における価額の占める割合を乗

じて計算した金額に相当する額の資産をいいます（措令 25の 17㉔、措規 18の 19⑱⑲）。 
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⑺ 特定贈与等に係る特定一般法人が他の公益法人等へ寄附財産等の贈与等をする場合における非課

税承認の継続の特例【措法 40⑨】 

特定贈与等に係る特定一般法人が、寄附財産等について、次に掲げる贈与又は拠出（以下この⑺にお

いて「贈与等」といいます。）をしようとする場合（公益目的支出計画（整備法 119①）に基づき、公

益認定法第５条第 20 号に規定する者に対する寄附又は同号に規定する公益信託の信託財産とするための

支出をする場合に限ります。）、その贈与等を受ける者（以下「受贈公益法人等」といいます。）が、そ

の贈与等を受けた寄附財産等を、原則として、その贈与の日（贈与の履行の日をいいます（40 条通達

41）。）又は拠出の日（以下この⑺において「贈与等の日」といいます。）の翌日から１年を経過する日

までの期間内に公益目的事業の用に直接供するときは、非課税承認を継続することができます（措法

40⑨⑮）。 

イ 他の公益法人等（措法第40条第１項第１号に掲げる者に限ります。）への贈与 

ロ 類似の公益事務をその目的とする公益信託（その公益信託の受託者が措法第40条第１項第２号に掲

げる者に該当するものに限ります。）への信託財産とするための拠出 

この特例の適用を受けるためには、特定贈与等に係る特定一般法人が、一定の事項を記載した届出書

（35 ページ参照）及び必要な添付書類（36 ページ参照）を、贈与等の日の前日までに特定一般法人の

納税地を所轄する税務署長に提出する必要があります（措法40⑨、措令 25の17㉕）。 

 

 

 

  

「公益目的支出計画」とは 

一般社団（財団）法人への移行の認可を受けようとする特例民法法人のうち一定のものが作

成する計画で、その認可を受けたときに解散するものとした場合における残余財産の額に相当する

ものとしてその時点における純資産額を基礎として算定した一定額を公益目的のために支出す

ることによりゼロとするための計画をいいます（整備法 119①）。 

なお、この計画を作成した特例民法法人が一般社団（財団）法人への移行の登記を行った後は、

その法人は、この計画に基づいて公益目的の支出を行い、残額がゼロとなるまでの間は、行政

庁の監督下におかれることとされています（整備法 123）。 

「特例民法法人」とは 

特例民法法人とは、整備法第 38 条の規定による改正前の民法第 34 条の規定により設立され

た社団（財団）法人であり、整備法第 40条第１項の規定により整備法施行後においても一般社団

（財団）法人として存続するもののうち、公益社団（財団）法人又は一般社団（財団）法人へ

の移行の登記を行っていないものをいいます。 

【公益目的支出計画に基づく贈与等】 

 公益目的支出計画
に基づく贈与等 

１年以内
使用開始 

 
 

受贈公益法人等を特定贈与等に

係る受贈法人等とみなします。 
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⑻ 特定贈与等に係る受贈法人等が幼保連携型認定こども園を設置するために、他の公益法人等へ財

産等を贈与する場合における非課税承認の継続の特例【措法 40⑩】 

特定贈与等に係る受贈法人等（措法第 40 条第１項第１号に掲げる者であって、幼稚園又は保育所等を

設置する法人でその施設の廃止の認可の申請をしているものなど一定の要件を満たすものに限ります。

以下「譲渡法人」といいます。）が、寄附財産等（その幼稚園又は保育所等に係る事業の用に供されて

いるものに限ります。）を他の公益法人等（同号に掲げる者であって、幼保連携型認定こども園、幼稚

園又は保育所等を設置しようとする法人でその設置の認可の申請をしているものなど一定の要件を満た

すものに限ります。以下「譲受法人」といいます。）に贈与をしようとする場合に、譲受法人が、その

贈与を受ける寄附財産等を、原則として、贈与の日（贈与の履行の日をいいます（40 条通達 42）。）の

翌日から１年を経過する日までの期間内に幼保連携型認定こども園を設置、運営する事業の用に直接供

するときは、非課税承認を継続することができます（措法 40⑩⑮、措令 25の 17㉗㉘㉟）。 

この特例を受けるためには、譲渡法人が、一定の事項を記載した届出書（37 ページ参照）及び必要な

添付書類（39 ページ参照）を、贈与の日の前日までに譲渡法人の納税地を所轄する税務署長に提出する

必要があります（措法 40⑩、措令 25の 17㉖）。 

 

⑼ 特定贈与等に係る公益信託の受託者に任務終了事由等が生じた場合における非課税承認の継続の

特例【措法 40⑪】 

特定贈与等に係る公益信託の受託者（以下「当初受託者」といいます。）が、任務終了事由等により、

寄附財産等を引継受託者に移転しようとする場合に、引継受託者が、その移転を受ける寄附財産等を、

原則として、次に掲げる認可の日又は届出の日（以下「認可等の日」といいます。）の翌日から１年を

経過する日までの期間内に公益目的事業の用に直接供するときは、非課税承認を継続することができま

す（措法 40⑪⑮、措令 25の 17㉚）。 

イ 引継受託者が、新たな受託者の選任又は公益信託法第７条第２項各号に掲げる事項の変更につき同法

第12条第１項の認可を受けた者である場合におけるその認可の日 

ロ 引継受託者が、新たな受託者の選任につき公益信託法第14条第１項の規定による届出がされた者であ

る場合におけるその届出の日 

この特例の適用を受けるためには、当初受託者（共同受託の場合には、主宰受託者）が、一定の事項

を記載した届出書（40 ページ参照）及び必要な添付書類（41 ページ参照）を、認可等の日の前日までに

その当初受託者の納税地を所轄する税務署長に提出する必要があります（措法 40⑪、措令 25の 17㉚）。  

【幼保連携型認定こども園設置のための贈与】 
寄附財産等 

 幼保連携型認定こども園 

 

１年以内 

 
 

譲渡法人 譲受法人 

 
 

譲受法人を特定贈与等に係る

受贈法人等とみなします。 
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⑽ 特定贈与等に係る公益信託が終了する場合における非課税承認の継続の特例【措法 40⑫】 

特定贈与等に係る公益信託（以下「当初公益信託」といいます。）の受託者が、公益信託の終了（公

益信託の終了に係る事由によって不当減少要件（措令 25の 17⑤三）に該当しないこととなったことによ

り非課税承認の取消事由に該当する場合におけるその公益信託の終了を除きます。）により寄附財産等

について、次に掲げる移転又は拠出（以下この⑽において「移転等」といいます。）をしようとする場

合、その移転等を受ける者（以下「帰属権利者」といいます。）が、その移転等を受けた寄附財産等を、

原則として、公益信託の終了の日の翌日から１年を経過する日までの期間内に公益目的事業の用に直接

供するときは、非課税承認を継続することができます（措法 40⑫、措令 25の17㉛）。 

イ 他の公益法人等（措法第40条第１項第１号に掲げる者で、公益信託法第４条第２項第３号に規定す

る帰属権利者となるべき者に該当するものに限ります。）への移転 

ロ 類似の公益事務をその目的とする他の公益信託（その公益信託の受託者が措法第40条第１項第２号

に掲げる者で、公益信託法第４条第２項第３号に規定する帰属権利者となるべき者に該当するもの

に限ります。）への信託財産とするための拠出 

この特例の適用を受けるためには、当初公益信託の受託者（共同受託の場合は、主宰受託者）が、一

定の事項を記載した届出書（42 ページ参照）及び必要な添付書類（43 ページ参照）を、公益信託の終

了の日の前日までにその当初公益信託の受託者の納税地を所轄する税務署長に提出する必要があります

（措法 40⑫⑮、措令 25 の17㉜）。 

  

 

【任務終了事由等】 

 任務終了事由等に
より財産を移転 

１年以内
使用開始 

 
 

引継受託者を特定贈与等に係る

受贈法人等とみなします。 

 

「任務終了事由等」及び「引継受託者」とは 

「任務終了事由等」とは次に掲げる事由（その事由によって不当減少要件（「公益信託に財

産を拠出した場合における『租税特別措置法第 40 条の規定による承認申請書』の記載のしか

た」の「１ 制度の概要」の「⑴ロ 承認要件」の(ﾊ)に掲げる要件）に該当しないこととなった

ことにより非課税承認の取消事由に該当する場合におけるその事由を除きます。）をいい、

「引継受託者」とは次に掲げる事由の区分に応じそれぞれに定める者（上記イの認可を受け、

又は上記ロの届出がされた者で、措法第 40 条第１項第２号に掲げる者に該当するものに限りま

す。）をいいます。 

任務終了事由等 引継受託者 

当初受託者の任務の終了 新たな受託者 

当初受託者である法人の合併 合併後存続する法人又は合併により設立する法人 

当初受託者である法人の分割 分割により受託者としての権利義務を承継する法人 
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⑾ 特定贈与等に係る受贈法人等から合併等により資産の移転等を受けた場合における非課税承認の

継続の特例【措法 40⑬⑭】 

上記⑷の「公益合併法人」、⑹の「引継法人等」、⑺の「受贈公益法人等」、⑻の「譲受法人」及び⑼の「引

継受託者」（以下「公益合併法人等」といいます。）が、特定贈与等に係る受贈法人等から合併等により

資産の移転等を受けた場合において、上記⑷、⑹、⑺、⑻及び⑼に係る非課税承認の継続の特例の適用

を受けるための要件を満たしているときでも、その特定贈与等に係る受贈法人等がその非課税承認の継

続の特例に係る届出書等を提出期限までに提出していないときは、非課税承認を継続することはできま

せん。 

ただし、上記⑷、⑹、⑺、⑻及び⑼に係る非課税承認の継続の特例の適用を受けるための要件を満た

している場合において、公益合併法人等（公益信託の受託者である場合において、共同受託のときは、

主宰受託者）が、その合併等により移転等を受けた資産が寄附財産等であることを知った日の翌日から

２か月を経過した日の前日までに、次の「届出書一覧」のうちの該当する届出書及び必要な添付書類を、

その公益合併法人等の納税地を所轄する税務署長に提出したときは、非課税承認を継続することができ

ます（措法 40⑬⑭、措令 25 の17㉝㉞）。 
 

 

⑿ 受贈法人等が公益認定を受けた場合等における書類の提出 

特定贈与等に係る受贈法人等が、公益認定を受けた場合など、次に該当する場合には、それぞれに掲げる届出

書の提出が必要となります。 

イ 特定贈与等に係る特定一般法人が公益認定を受けた場合 

特定贈与等に係る特定一般法人が、公益認定（公益認定法４）を受けた場合には、一定の事項を記

載した届出書（44ページ参照）及び必要な添付書類（45ページ参照）を、その認定を受けた日から

１か月以内に特定一般法人の納税地を所轄する税務署長に提出する必要があります（措法40⑯、措令

【届出書一覧】 

・租税特別措置法第 40 条第 13 項の規定による公益法人等から合併により資産の移転を受けた場

合の届出書 

・租税特別措置法第 40条第 14項の規定により準用する同条第 13項の規定による公益認定の取消し

の処分を受けた当初法人から公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与等を受けた場合の

届出書 

・租税特別措置法第 40条第 14項の規定により準用する同条第 13項の規定による特定一般法人から

公益目的支出計画に基づき贈与等を受けた場合の届出書 

・租税特別措置法第 40条第 14項の規定により準用する同条第 13項の規定による譲渡法人から幼保

連携型認定こども園の設置のために財産等の贈与を受けた場合の届出書 

・租税特別措置法第 40条第 14項の規定により準用する同条第 13項の規定による公益信託の受託者

から任務の終了・合併・分割により財産等の移転を受けた場合の届出書 

【公益信託の終了】 

 公益信託の終了に
より財産を移転等 

１年以内
使用開始 

 
 

帰属権利者を特定贈与等に係る

受贈法人等とみなします。 
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25の17㊱）。 

ロ 特定贈与等に係る公益社団（財団）法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合 

特定贈与等に係る公益社団（財団）法人が、公益認定の取消しの処分（公益認定法29①②）を受け

た場合には、一定の事項を記載した届出書（46ページ参照）及び必要な添付書類（47ページ参照）

を、その処分を受けた日から１か月以内に公益社団（財団）法人の納税地を所轄する税務署長に提出

する必要があります（措令25の17㊲）。 

 

⒀ 財産等を特定管理方法により管理している公益法人等における公益目的事業の用に直接供しなく

なった場合等の届出【措令 25の 17⑭】 

特定贈与等に係る受贈法人等（寄附財産等を特定管理方法により管理している又は管理していた受贈

法人等に限ります。この⒀において同じです。）が、特定管理方法により管理されていた寄附財産等を

公益目的事業の用に直接供しなくなった場合など、次に該当する場合には、それぞれ次に掲げる届出書

の提出が必要となります。 

イ 特定管理方法により管理されていた寄附財産等を公益目的事業の用に直接供しなくなった場合 

受贈法人等が寄附財産等（特定管理方法により管理されていたものに限り、特定管理方法により管

理されているものを除きます。）をその公益目的事業の用に直接供しなくなった場合には、一定の事

項を記載した届出書（48ページ参照）及び必要な添付書類（49ページ参照）を、遅滞なく受贈法人

等の納税地を所轄する税務署長に提出する必要があります（措令25の17⑭一）。 

ロ 寄附財産等を特定管理方法により管理しなくなった場合 

受贈法人等（学校法人及び社会福祉法人に限ります。）が寄附財産等を特定管理方法により管理し

なくなった場合には、一定の事項を記載した届出書（48ページ参照）及び必要な添付書類（49 ページ

参照）を、遅滞なくその受贈法人等の納税地を所轄する税務署長に提出する必要があります（措令25

の17⑭二）。 

なお、受贈法人等が公益信託の受託者である場合において、共同受託のときは、主宰受託者がこの届

出書を提出する必要があります。 

【公益認定及び公益認定の取消しの処分に係る各種届出書の提出】 

イ 特定贈与等に係る特定一般法人が公益認定を受けた場合 

 

 

 

ロ 特定贈与等に係る公益社団（財団）法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合 

公益認定の 
取消しの処分 
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【国税庁ホームページ】https://www.nta.go.jp 

【掲載場所】「ホーム＞税の情報・手続・用紙＞申告手続・用紙＞申告・申請・届出等、用紙（手続の案

内・様式）＞税務手続の案内（税目別一覧）＞Ａ４譲渡所得税関係」（令和８年４月現在） 

おって、受贈法人等（国立大学法人等、公益社団法人、公益財団法人、認定ＮＰＯ法人等及び公益信

託の受託者に限ります。）が寄附財産等を特定管理方法により管理しなくなった場合で、その事実をそ

の受贈法人等の所轄庁が知ったときは、その受贈法人等の所轄庁は、その事実その他参考となるべき事

項を、遅滞なくその受贈法人等の納税地を所轄する税務署長に書面により通知することとされています。 

 

⒁ 公益目的事業の用に直接供しなくなった場合の届出【40条通達 23の２】 

特定贈与等に係る受贈法人等が、寄附財産等（特定管理方法により管理されているものを除きます。）

を公益目的事業の用に直接供しなくなった場合には、一定の事項を記載した届出書（50ページ参照）及

び必要な添付書類（51 ページ参照）を、受贈法人等の納税地を所轄する税務署長に提出してください

（40条通達 23の２）。 

なお、受贈法人等が公益信託の受託者である場合において、共同受託のときは、主宰受託者が上記届

出書を提出してください。 

なお、この届出書が提出された場合には、原則として、措法第 40 条第３項に規定する「第１項後段

の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈を受けた公益法人等が…当該贈与又は遺贈に係る財産又は

代替資産…をその公益目的事業の用に直接供しなくなつたこと」に該当することになり、非課税承認が

取り消されることとなります。 

 
⒂ 公益信託の主宰受託者の変更があった場合の届出 

特定贈与等に係る公益信託の主宰受託者の変更があった場合には、一定の事項を記載した届出書（52

ページ参照）及び必要な添付書類（53 ページ参照）を、その変更前の主宰受託者及び変更後の主宰受託

者が、それぞれの納税地を所轄する税務署長に提出してください。 

 
⒃ 公益法人等が所有する資産が特定贈与等に係る財産等であることの確認をする場合の申請【措法

40⑱】 

公益法人等が個人から寄附を受けた資産（その資産に係る代替資産、買換資産又は特定買換資産に該

当するものを含みます。以下「受贈資産」といいます。）を所有する場合に、その受贈資産の移転につ

き上記⑴、⑵及び⑷から⑽までの非課税承認の継続の特例の適用を受けようとする場合には、その受贈

資産が特定贈与等に係る財産等であるかどうかの確認を求めることができます。 

この確認が必要な公益法人等（公益信託の受託者である場合において、共同受託のときは、主宰受託

者）は、一定の事項を記載した申請書及び必要な添付書類を、その公益法人等の納税地を所轄する税務

署長に提出する必要があります（措法 40⑱、措令 25の 17㊳）。 

なお、上記⑴、⑵及び⑷から⑽までに掲げる届出書の提出期限に間に合うよう、余裕を持って申請し

てください。 

また、平成 20 年12 月1 日以後の寄附に係る受贈資産について確認を求めることができるのは、例えば、

災害、盗難などにより、その公益法人等が非課税承認に係る通知書を消失した場合等に限られます（措

法 40⑱、40 条通達52）。 

 
上記⑴から⒃までの届出書又は申請書の用紙は、国税庁ホームページに掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nta.go.jp/
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⑴ 各種届出書の記載例 

○ 寄附財産等をやむを得ない事情により使用開始できない場合（寄附をした者用）(「『租税特別措置

法第40条の規定による承認申請書』記載のしかた」の公益法人等用６ページ、公益信託用６ページ参照) 

８    ○   ○ 

××× ×××× 東京都○○区××１丁目２番３号 

●●●● 

×××× ×××× 

○ ○  ○ ○ 

03       1111      XXXX 

 

 

 

  

○㈱代表取締役社長 

３      36       １       1 

 

７  ○ ○ 

 

７  ○ △ 

 

７  ○ □ 

 

８  ○ ○ 

 

500,000 

 東京都●●区△△１番１号 

□□建設株式会社 03   2222      XXXX 

７  ○ ○ 

 ８  △ △ 

 ８  ○ ○ 

 

100,000 

 150,000 

 250,000 

 

東京都補助金 

△△銀行○○支店 

なし 

なし 

☞ 「生年月日」欄の元号は、次

のとおり記載してください。 

明治「１」大正「２」昭和

「３」平成「４」令和「５」 

 

 

☞ 各年月日は予定で差し支え

ありませんので、必ず記載し

てください。 

☞ 使用開始されていない理由が「建物の建

築のため」以外のときは、この欄にその理

由の詳細を記載してください。 

８     ○     ○ 

２ 各種届出書の記載例等 
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イ  使用区分 

この届出書は、非課税承認の申請をした寄附財産又は代替資産について、その申請後に、寄附を受

けた公益法人等が寄附があった日から２年を経過する日までの期間内に使用開始することが困難で

あるやむを得ない事情が生じた場合に使用します（寄附をした人が提出します。）。 

ロ 記載要領 

(ｲ) 「生年月日」欄の元号は、明治は「１」、大正は「２」、昭和は「３」、平成は「４」、令和

は「５」と記載してください。 

(ﾛ) この届出書は、提出する日の直前の状況により記載してください。 

ハ 届出時確認事項 
 

 確認項目 確認すべき事項 ﾁｪｯｸ 

1 
⑴①の「請負契約金額」

欄 

「建築資金の調達方法等」の「金額（予定）」欄の金額の合

計額を超える金額になっていませんか。 
□ 

2 

「⑵ やむを得ない事情

により寄附財産を寄附が

あった日から２年以内に

使用開始できない場合」

欄 

寄附があった日から２年を経過する日までの期間内に使用

開始することが困難であるやむを得ない事情に該当するも

のか判断できる程度の具体的な内容が記載されています

か。 

「使用開始予定年月日」欄には、具体的な計画に基づく日

付が記載されていますか。 

□ 

3 全項目 記載すべき項目に記載漏れはありませんか。 □ 

 

ニ 添付書類 

 添付を要する場合 書 類 ﾁｪｯｸ 

1 

寄附財産等が土地である

場合でその土地の上に建

物を建築中又は建築する

予定である場合 

建築請負契約書の写し □ 

2 
建築資金の調達方法が確認できる書類（例えば、融資決定通

知書の写し、補助金の決定通知書の写し等） 
□ 

3 建築工事のスケジュール表 □ 

4 建築する建物の利用状況が分かる平面図 □ 

5 

① 寄附財産等が次の②以外のものである場合 

建築業者の選定経緯が分かる書類（例えば、入札に係る

理事会等の議事録の写しや入札結果が分かる書類など） 

② 寄附財産等が公益信託の信託財産とするための寄附に係

るものである場合 

建築業者の選定経緯が分かる書類（信託行為において

入札について権限を有する者のその入札の決定（その入

札の決定につき公益信託の合議制の機関、信託管理人そ

の他の者の同意が必要な場合は、その同意を含みま

す。）に係る議事録その他これに相当する書類の写しや

入札結果が分かる書類など） 

□ 

6 建築した建物の登記事項証明書、建築した建物の写真（注） □ 

7 

やむを得ない事情により

寄附があった日から２年

以内に使用できない場合 

やむを得ない事情に至った事実が確認できる書類及び使用

開始までの具体的な計画書等 
□ 

(注) 建築完了後に提出してください。 

ホ 提出部数 

届出書及び添付書類は、それぞれ３部提出していただくようお願いします。 
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○ 寄附財産等をやむを得ない事情により使用開始できない場合（寄附を受けた公益法人等用）(「『租税特

別措置法第40条の規定による承認申請書』記載のしかた」の公益法人等用６ページ、公益信託用６ページ参照) 

□□□□ 
８    ○   ○ 

*** ****

 

東京都○○区××２丁目□ 

ｼｬｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝ **** 

社会福祉法人 ○○○○ 

**** **** 

○ ○ ○ ○ 

03        1111    XXXX 

○ ○ □ □ 

下記と同じ 

***-**** 

東京都○○区××３丁目４ 
03     0000     XXXX   

****      **** 

● ●  ● ● 

７  □ ○ 

 

７  △ △ 

 

７  △ □ 

 

８  □ ○ 

 

500,000 

 東京都●●区□□１番１号 

○○建設株式会社 03   2222       XXXX 

７  □ ○ 

 ８  □ △ 

 ８  □ ○ 

 

100,000 

 250,000 

 150,000 

 

東京都補助金 

○○銀行△△支店 

なし 

なし 

８     ○     ○ 

 

☞ 各年月日は予定で差し支えありません

ので、必ず記載してください。 

☞ 受贈法人等の所

在地・名称・所轄

税務署名等を記載

してください。 

☞ 使用開始されていない理由が「建物の建

築のため」以外のときは、この欄にその理

由の詳細を記載してください。 
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イ  使用区分 
この届出書は、上記１の⑴及び⑷から⑾までの特例の適用を受けようとする場合において、各届

出書を提出した後に、これらの特例の「１年を経過する日」までに公益目的事業の用に直接供する
ことが困難であるやむを得ない事情が生じたときに使用します（受贈法人等などが提出します。）。 

ロ 記載要領 

この届出書は、提出する日の直前の状況により記載してください。なお、「公益信託の名称」欄
及び「業種又は職業」欄は、届出者が公益信託の受託者である場合に記載してください（その公益
信託の受託者が個人である場合は、「代表者氏名」欄及び「連絡先氏名」欄の記載は不要です。）。 
※ 上記の公益信託の受託者が個人である場合で、納税地と住所が異なるときは、「住所又は所在
地」欄に納税地を記載し、欄外に住所を記載してください。 

ハ 届出時確認事項 
 

 確認項目 確認すべき事項 ﾁｪｯｸ 

1 
⑴①の「請負契約金額」

欄 

「建築資金の調達方法等」の「金額（予定）」欄の金額の合

計額を超える金額になっていませんか。 
□ 

2 

「⑵やむを得ない事情によ
り租税特別措置法第 40 条
第５項第１号及び同条第６
項から第 12 項までの規定
により取得する財産等を譲
渡等の日から１年以内に使
用開始できない場合」欄 

措法第 40 条第５項第１号及び同条第６項から第 12 項まで
の規定により取得する財産等を、譲渡等の日から１年を経
過する日までの期間内に使用開始することが困難であるや
むを得ない事情に該当するものか判断できる程度の具体的
な内容が記載されていますか。 

「使用開始予定年月日」欄には、具体的な計画に基づく日
付が記載されていますか。 

□ 

3 全項目 記載すべき項目に記載漏れはありませんか。 □ 

ニ 添付書類 
 添付を要する場合 書 類 ﾁｪｯｸ 

1 

財産等が土地である場合

でその土地の上に建物を

建築中又は建築する予定

である場合 

建築請負契約書の写し □ 

2 
建築資金の調達方法が確認できる書類（例えば、融資決定通
知書の写し、補助金の決定通知書の写し等） 

□ 

3 建築工事のスケジュール表 □ 

4 建築する建物の利用状況が分かる平面図 □ 

5 

① 財産等が次の②以外のものである場合 

建築業者の選定経緯が分かる書類（例えば、入札に係る

理事会等の議事録の写しや入札結果が分かる書類など） 

② 財産等が公益信託の信託財産とするための寄附に係るも

のである場合 

建築業者の選定経緯が分かる書類（信託行為において

入札について権限を有する者のその入札の決定（その入

札の決定につき公益信託の合議制の機関、信託管理人そ

の他の者の同意が必要な場合は、その同意を含みま

す。）に係る議事録その他これに相当する書類の写しや

入札結果が分かる書類など） 

□ 

6 建築した建物の登記事項証明書、建築した建物の写真（注） □ 

7 
やむを得ない事情により
寄附があった日から１年
以内に使用できない場合 

やむを得ない事情に至った事実が確認できる書類及び使用

開始までの具体的な計画書等 
□ 

(注) 建築完了後に提出してください。 

ホ 提出部数 

届出書及び添付書類は、それぞれ３部提出していただくようお願いします。 
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○ 措令第25条の17第３項第１号から第５号まで及び第７号の規定により代替資産を取得する場合(「『租税特

別措置法第40条の規定による承認申請書』記載のしかた」の公益法人等用６ページ、公益信託用６ページ参照) 
 

８    ○   ○ 

*** ****

 

東京都○○区××２丁目□ 

□□□□ 

ｼｬｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝ **** 

社会福祉法人 ○○○○ ○ ○ ○ ○ 

**** **** 

○ ○ □ □ 

03        1111    XXXX 

☞ 受贈法人等の所在

地・名称・所轄税務

署名等を記載してく

ださい。 

７   ○   ○ ７   □   ○ 

下記と同じ 

東京都○○区××３丁目４ 

***-**** 

03     0000     XXXX   

● ●  ● ● 

****      **** 

８ ○ ○ 

８ △ △ 
土地 宅地 東京都□□区××× 230㎡ 100,000 

100,000 

東京都□□区△△ 

○○ ●● 
なし ○○施設敷地 

☞ 譲渡した寄附財産等の明細等を

記載してください。 

８ ○ ○ 

８ △ △ 
土地 宅地 東京都□□区××× 250㎡ 110,000 

110,000 

東京都□□区△△ 

□□ □□ 
なし 

○○施設敷地 

８ □ □ 

☞ 新たに取得する代替資産の明細及び

使用開始日等を記載してください。 

☞ 具体的な取得計画がない場合には、譲渡した寄附財産等の

全てについて非課税承認が受けられません。 



- 30 - - 21 -  

イ 使用区分 

この届出書は、受贈法人等が、寄附財産等を措令第 25 条の17 第３項に定める理由により譲渡する場
合（同項第６号に定める理由により譲渡する場合を除きます。）に、その譲渡による収入金額の全
部に相当する金額をもって同項に規定する代替資産を取得することを申し出る際に使用します。 

 
ロ 記載要領 

(ｲ) 「届出者」には、受贈法人等の主たる事務所の所在地（受贈法人等が個人である場合は、その
受贈法人等の納税地）、氏名又は名称等を記載してください。なお、「公益信託の名称」欄及び
「業種又は職業」欄は、届出者が公益信託の受託者である場合に記載してください（その公益信
託の受託者が個人である場合は、「代表者氏名」欄及び「連絡先氏名」欄の記載は不要です。）。 

 ※ 上記の公益信託の受託者が個人である場合で、納税地と住所が異なるときは、欄外に住所を
記載してください。 

(ﾛ) 「譲渡した財産等の寄附者」には、譲渡した寄附財産等を寄附した人の現在及び寄附時の住所
等を記載してください。 

(ﾊ) 「譲渡した財産等の明細等」には、譲渡した寄附財産等の明細を承認申請書第３表の記載要領
に準じて記載してください。なお、「使用実績」欄は、具体的に記載してください。 

(ﾆ) 「代替取得資産の明細等」には、取得する代替取得資産の明細を承認申請書第３表の記載要領
に準じて記載してください。なお、「使用目的」欄は、具体的に記載してください。 

(ﾎ) この届出書は「譲渡した財産等の寄附者」ごとに作成してください。 
(注) 既存の書類等でこの届出書に記載すべき内容が記載されたものがある場合には、この届出書の適

宜の箇所に「別紙のとおり」と記載の上、この届出書と既存の書類等を提出しても差し支えありませ
ん。 

 

ハ 届出時確認事項 
 確認項目 確認すべき事項 ﾁｪｯｸ 

1 
「譲渡価額」欄及び 
「取得価額」欄 

譲渡価額の全額が代替資産の取得に充てられていますか。又は、
充てられる予定ですか。 

□ 

2 「使用目的」欄 使用目的に係る事業は、公益目的事業に該当するものですか。 □ 

3 全項目 記載漏れはありませんか。 □ 
 

ニ 添付書類 

 書 類 ﾁｪｯｸ 

1 譲渡した寄附財産等の登記事項証明書等 □ 

2 届出者である受贈法人等の登記事項証明書等（受贈法人等が法人である場合） □ 

3 譲渡した寄附財産等の当初の利用計画等について確認できる書類 □ 

4 寄附財産等を譲渡することになったことについての理由書等 □ 

5 

① 寄附財産等が次の②以外のものである場合 

寄附財産等の譲渡に係る理事会等の議事録の写し 

② 寄附財産等が公益信託の信託財産とするための寄附に係るものである場合 

  信託行為においてその信託財産の譲渡について権限を有する者のその寄附財産の譲
渡の決定（その譲渡の決定につき公益信託の合議制の機関、信託管理人その他の者の
同意が必要な場合は、その同意を含みます。）に係る議事録その他これに相当する書
類の写し 

□ 

6 
寄附財産等の譲渡に係る売買契約書の写し、株式の場合は株式移転契約書又は株式交換
契約書の写しなど 

□ 

7 代替資産の取得に係る売買契約書又は建築請負契約書及び領収書の写しなど □ 

8 
届出者である受贈法人等に所有権移転登記後又は所有権保存登記後の代替資産の登記
事項証明書 

□ 

9 寄附財産等の譲渡及び代替資産の取得に係る収支明細表 □ 

10 
譲渡価額の全部又は一部が代替資産の取得に充てられていない場合における、その充て
られていない理由書、その充てられていない部分についての代替資産の取得計画書及び
その関係書類 

□ 

11 代替資産の利用状況が分かる平面図（設計図）、写真等 □ 
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○ 措令第25条の17第３項第６号の規定により代替資産を取得する場合（７ページの⑶参照） 

８    ○   ○ 

□□□□ 

*** ****

 

東京都○○区××２丁目□ 

ｺｳｴｷｼｬﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ **** 

公益社団法人 ○○○○ ○ ○ ○ ○ 

**** **** 03        1111    XXXX 

○ ○ □ □ 

７   ○   ○ ７   □   ○ 

下記と同じ 

***-**** 
東京都○○区××３丁目４ 03     0000      XXXX   
****      **** 

● ●  ● ● 

✔ 

内閣総理大臣 
７   ○     ○ 

有価 

証券 

上場 

株式 ㈱○○ 5,000株 100,000 

100,000 

８  Ｘ Ｘ 

８  Ｘ Ｘ 
７    ○    ○ 配当金を助成金

の原資とする 

宅地 土地 東京都○○区●● 250㎡ 110,000 

110,000 

８  Ｘ Ｘ 

８  Ｘ Ｘ 
７    ○    ○ ○○施設敷地 

☞ 受贈法人等の所

在地・名称・所轄

税務署名等を記載

してください。 

 

☞ 譲渡した寄附財産等の明

細等を記載してください。 

 

☞ 新たに取得する代替資産の

明細等を記載してください。 
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イ 使用区分 

この届出書は、受贈法人等が、承認特例の適用を受けた寄附財産又は措法第 40 条第５項第２号に

規定する特定買換資産で、特定管理方法により管理されていたものを譲渡する場合に、その譲渡によ

る収入金額の全部に相当する金額をもって取得する資産を引き続き特定管理方法により管理するこ

とを申し出る際に使用します。 
 

ロ 記載要領 

(ｲ) 「届出者」には、受贈法人等の主たる事務所の所在地（受贈法人等が個人である場合は、その

受贈法人等の納税地）、氏名又は名称等を記載してください。なお、「公益信託の名称」欄及び

「業種又は職業」欄は、届出者が公益信託の受託者である場合に記載してください（その公益信

託の受託者が個人である場合は、「代表者氏名」欄及び「連絡先氏名」欄の記載は不要です。）。 

 ※ 上記の公益信託の受託者が個人である場合で、納税地と住所が異なるときは、欄外に住所を

記載してください。 

(ﾛ) 「譲渡した財産等の寄附者」には、譲渡した寄附財産等を寄附した人の現在及び寄附時の住所

等を記載してください。 

(ﾊ) 「譲渡した財産等の明細等」には、譲渡した寄附財産等の明細を承認申請書第３表の記載要領

に準じて記載してください。なお、「使用実績」欄は、具体的に記載してください。 

(ﾆ) 「代替取得資産の明細等」には、取得する代替取得資産の明細を承認申請書第３表の記載要領

に準じて記載してください。なお、「使用目的」欄は、具体的に記載してください。 

(ﾎ) この届出書は「譲渡した財産等の寄附者」ごとに作成してください。 

(注) 既存の書類等でこの届出書に記載すべき内容が記載されたものがある場合には、この届出書の適

宜の箇所に「別紙のとおり」と記載の上、この届出書と既存の書類等を提出しても差し支えありませ

ん。 
 

ハ 届出時確認事項 

 確認項目 確認すべき事項 ﾁｪｯｸ 

１ 
「譲渡価額」欄及び
「取得価額」欄 

譲渡価額の全額が代替取得資産の取得に充てられていますか。又
は、充てられる予定ですか。 

□ 

２ 全項目 記載すべき項目に記載漏れはありませんか。 □ 
 

ニ 添付書類 

 書 類 ﾁｪｯｸ 

１ 譲渡した寄附財産等の登記事項証明書等 □ 

２ 届出者である受贈法人等の登記事項証明書等（受贈法人等が法人である場合） □ 

３ 

譲渡した寄附財産等を特定管理方法により管理する旨の記載のある理事会等の議事録若
しくは公益信託の合議制の機関の議事録又は譲渡した寄附財産等を特定管理方法により
管理することについて信託管理人の同意があったことが分かる書類（以下このニにおい
て「理事会等の議事録等」といいます。)の写し 

□ 

４ 譲渡した寄附財産等が記載されている基金明細書又は基本金明細書等の写し □ 

５ 寄附財産等の譲渡に係る理事会等の議事録等の写し □ 

６ 寄附財産等の譲渡に係る売買契約書などの写し □ 

７ 
届出者が国立大学法人等、公益社団法人若しくは公益財団法人、認定ＮＰＯ法人等又は

公益信託の受託者である場合には、これらの者の所轄庁が発行した基金の証明書の写し 
□ 

８ 代替取得資産の取得に係る売買契約書、建築請負契約書及び領収書の写しなど □ 

９ 
届出者である受贈法人等に所有権移転登記後又は所有権保存登記後の代替取得資産の登
記事項証明書等 

□ 
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 書 類 ﾁｪｯｸ 

10 代替取得資産を特定管理方法により管理する旨の記載のある理事会等の議事録等の写し □ 

11 代替取得資産が記載されている基金明細書又は基本金明細書等の写し □ 

12 寄附財産等の譲渡及び代替取得資産の取得に係る収支明細表 □ 

13 

寄附財産等の譲渡代金の全部又は一部が代替取得資産の取得に充てられていない場合に

おける、その充てられていない理由書、その充てられていない部分についての代替取得

資産の取得計画書及びその関係書類 

□ 
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○ 買換資産を取得する場合（５ページの⑴参照） 

８    ○   ○ 

□□□□  ◎●●●●○○○○△△△△ 

*** ****

 

東京都○○区××２丁目□ 

ｺｳｴｷｼｬﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ **** 

公益社団法人 ○○○○ 

**** **** 

○ ○ ○ ○ 

03        1111    XXXX 

○ ○ □ □ 

☞ 受贈法人等の所在地・

名称・所轄税務署名等を

記載してください。 

 

15   ○   ○ 17   ○   ○ 

***-**** 
東京都○○区××１丁目１ 

東京都○○区××３丁目４ 
03     0000      XXXX   

****      **** 

● ●  ● ● 

土地 宅地 東京都○○区××・・・ 200㎡ 100,000 

110,000 250㎡ 

Ｒ８ ７  ○ 

Ｒ８ 10  ○ 

Ｈ15 10  ○ ○○施設敷地 

土地 宅地 東京都○○区●●・・・ Ｒ９ ４  ○ ××施設敷地 

☞ 譲渡しようとする寄附財産等の寄附者

及び明細等を記載してください。 

☞ 取得しようとする買換資産の明細等

を記載してください。 

☞ やむを得ない事情の詳細及び使用開始予定

年月日を記載してください。 



- 30 - - 26 -  

イ 使用区分 

この届出書は、受贈法人等が、寄附財産等を譲渡し、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額

をもって買換資産を取得する場合において、措法第 40 条第５項第１号の規定の適用を受けるときに使

用します。 
 

ロ 記載要領 

(ｲ) ｢届出者」には、受贈法人等の主たる事務所の所在地（受贈法人等が個人である場合は、その

受贈法人等の納税地）、氏名又は名称等を記載してください。なお、「公益信託の名称」欄及び

「業種又は職業」欄は、届出者が公益信託の受託者である場合に記載してください（その公益信

託の受託者が個人である場合は、「代表者氏名」欄及び「連絡先氏名」欄の記載は不要です。）。 

 ※ 上記の公益信託の受託者が個人である場合で、納税地と住所が異なるときは、欄外に住所を

記載してください。 

(ﾛ) ｢譲渡しようとする財産等の寄附者」には、譲渡しようとする寄附財産等を寄附した人の現在

及び寄附時の住所等を記載してください。 

(ﾊ) ｢譲渡しようとする財産等の明細」には、譲渡しようとする寄附財産等の明細を承認申請書第

３表の記載要領に準じて記載してください。なお、「使用実績」欄は、具体的に記載してください。 

(ﾆ) ｢取得しようとする買換資産の明細」には、取得しようとする買換資産の明細を承認申請書第

３表の記載要領に準じて記載してください。なお、「使用目的」欄は、具体的に記載してください。 

(ﾎ) ｢その他参考事項」は、その他参考となる事項や取得しようとする買換資産をやむを得ない事

情により譲渡の日の翌日から１年を経過する日までの期間内に使用開始することができない場合

のやむを得ない事情等について具体的に記載してください。 

(ﾍ) この届出書は「譲渡しようとする財産等の寄附者」ごとに作成してください。 

(注) 既存の書類等でこの届出書に記載すべき内容が記載されたものがある場合には、この届出書の適

宜の箇所に「別紙のとおり」と記載の上、この届出書と既存の書類等を提出しても差し支えありま

せん。 
 

ハ 届出時確認事項 

 確認項目 確認すべき事項 ﾁｪｯｸ 

1 
「譲渡予定価額」欄及び
「取得予定価額」欄 

譲渡予定価額の全額が買換資産の取得に充てられる予定
ですか。 

□ 

2 「使用目的」欄 
使用目的に係る事業は、公益目的事業に該当するものです
か。 

□ 

3 「使用開始予定年月日」欄 
譲渡の日の翌日から１年を経過する日までの期間内です
か。その期間を経過する場合には、やむを得ない事情の詳
細が記載されていますか。 

□ 

4 全項目 記載すべき項目に記載漏れはありませんか。 □ 

 

ニ 添付書類 

 書 類 ﾁｪｯｸ 

1 譲渡しようとする寄附財産等の登記事項証明書等 □ 

2 届出者である受贈法人等の登記事項証明書等（受贈法人等が法人である場合） □ 

3 
買換資産をやむを得ない事情により譲渡の日の翌日から１年を経過する日までの期間

内に使用開始することができない場合には、その事情に至った事実が確認できる書類等 
□ 
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○ 特定買換資産を取得する場合（６ページの⑵参照） 
 

 

☞ 取得しようとする特定買換資産

の明細等を記載してください。 

 

８    ○   ○ 
□□□□  ◎●●●●○○○○△△△△ 

*** ****

 

東京都○○区××２丁目□ 

ｼｬｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝ **** 

社会福祉法人 ○○○○ 

**** **** 

○ ○ ○ ○ 

03        1111     XXXX 

○ ○ □ □ 

３   ○   ○ ４   ○   ○ 

***-**** 
東京都○○区××１丁目１ 

東京都○○区××３丁目４ 03      0000      XXXX   

****      **** 

● ●  ● ● 

○○区○○課 

宅地 土地 東京都○○区××・・・ 

土地 宅地 東京都○○区●●・・・ 

200㎡ 100,000 ８  ７  ○ ８  ５  ○ ○○施設敷地 

250㎡ 110,000 ８  10  ○ ８  ８  ○ ××施設敷地 

☞ 受贈法人等の所在地・

名称・所轄税務署名等を

記載してください。 

 

☞ 譲渡しようとする寄附財産等の

明細等を記載してください。 
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イ 使用区分 

この届出書は、受贈法人等が、寄附財産等（承認特例の適用を受けたものを除きます。）で特定管

理方法により管理しているものを譲渡し、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもって

特定買換資産を取得する場合において、措法第 40 条第５項第２号の規定の適用を受けるときに使用し

ます。 

 
ロ 記載要領 

(ｲ) 「届出者」には、受贈法人等の主たる事務所の所在地（受贈法人等が個人である場合は、その受

贈法人等の納税地）、氏名又は名称等を記載してください。なお、「公益信託の名称」欄及び「業

種又は職業」欄は、届出者が公益信託の受託者である場合に記載してください（その公益信託の受

託者が個人である場合は、「代表者氏名」欄及び「連絡先氏名」欄の記載は不要です。）。 

 ※ 上記の公益信託の受託者が個人である場合で、納税地と住所が異なるときは、欄外に住所を記

載してください。 

(ﾛ) 「譲渡しようとする財産等の寄附者」には、譲渡しようとする寄附財産等を寄附した人の現在及び

寄附時の住所等を記載してください。 

(ﾊ) 「譲渡しようとする財産等の明細」には、譲渡しようとする寄附財産等の明細を承認申請書第３表

の記載要領に準じて記載してください。なお、「使用実績」欄は、具体的に記載してください。 

(ﾆ) 「取得しようとする特定買換資産の明細」には、取得しようとする特定買換資産の明細を承認申請

書第３表の記載要領に準じて記載してください。なお、「使用目的」欄は、具体的に記載してくだ

さい。 

(ﾎ) この届出書は「譲渡しようとする財産等の寄附者」ごとに作成してください。 

(注) 既存の書類等でこの届出書に記載すべき内容が記載されたものがある場合には、この届出書の適宜

の箇所に「別紙のとおり」と記載の上、この届出書と既存の書類等を提出しても差し支えありません。 

 
ハ 届出時確認事項 

 確認項目 確認すべき事項 ﾁｪｯｸ 

１ 
「譲渡予定価額」欄及び

「取得予定価額」欄 

譲渡予定価額の全額が特定買換資産の取得に充てられる予定

ですか。 
□ 

２ 全項目 記載すべき項目に記載漏れはありませんか。 □ 

 

ニ 添付書類 

 書 類 ﾁｪｯｸ 

１ 譲渡しようとする寄附財産等の登記事項証明書等 □ 

２ 届出者である受贈法人等の登記事項証明書等（受贈法人等が法人である場合） □ 

３ 

譲渡しようとする寄附財産等を特定管理方法により管理する旨の記載のある理事会等の

議事録若しくは公益信託の合議制の機関の議事録又は譲渡しようとする寄附財産等を特

定管理方法により管理することについて信託管理人の同意があったことが分かる書類の

写し 

□ 

４ 譲渡しようとする寄附財産等が記載されている基金明細書又は基本金明細書等の写し □ 

５ 
届出者が国立大学法人等、公益社団法人若しくは公益財団法人、認定ＮＰＯ法人等又は 

公益信託の受託者である場合には、これらの者の所轄庁が発行した基金の証明書の写し 
□ 
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○ 特定贈与等に係る受贈法人等が合併する場合（８ページの⑷参照） 
 

８    ○   ○ 

□□□□  ◎●●●●○○○○△△△△ 

*** ****

 

東京都○○区××２丁目□ 

ｺｳｴｷｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ **** 

公益財団法人 ○○○○ ○ ○ ○ ○ 

**** **** 03        1111    XXXX 

○ ○ □ □ 

15   ○   ○ 17   ○   ○ 

東京都○○区××１丁目１ 

***-**** 

東京都○○区××３丁目４ 03     0000      XXXX   

****      **** 

● ●  ● ● 

土地 宅地 東京都○○区××… 200㎡ 

✔ ８   ８   ○ 

ｺｳｴｷｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ **** 

公益財団法人 △△△△ 

東京都○○区××２丁目● □ □ □ □ 

03        2222     XXXX 

 ◎●●●●○○○○△△△△ 

土地 宅地 東京都○○区××… 200㎡ ８  10   ○ ○○施設敷地 

☞ 受贈法人等（被合併

法人）の所在地・名

称・所轄税務署名等を

記載してください。 

 

☞ 特定贈与等に係る寄附財産の寄附者

及び明細を記載してください。 

☞ 公益合併法人に移転しようとする寄附財産等

の明細等を記載してください。 

☞ やむを得ない事情の詳細及び使用開始予定年月日

を記載してください。 
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イ 使用区分 

この届出書は、受贈法人等（被合併法人）が公益合併法人に対し、寄附財産等を移転しようとする

場合において、措法第 40条第６項の規定の適用を受けるときに使用します。 

 

ロ 記載要領 

(ｲ) 「届出者」には、受贈法人等（被合併法人）の主たる事務所の所在地等を記載してください。 

(ﾛ) 「公益合併法人に移転しようとする財産等の寄附者」には、寄附財産を寄附した人の現在及び

寄附時の住所等を記載してください。 

(ﾊ) 「承認を受けた財産の明細」には、寄附財産の明細を承認申請書第３表の記載要領に準じて記

載してください。 

(ﾆ) 「公益合併法人」には、寄附財産等の移転を受ける公益合併法人の主たる事務所の所在地等を

記載してください。また、合併後存続する公益法人等又は合併により設立する公益法人等の別に

より、【□  存続する法人、□  設立する法人】欄の□にレ印を記入してください。 

(ﾎ) 「公益合併法人に移転しようとする財産等の明細」には、公益合併法人に移転しようとする寄

附財産等の明細を承認申請書第３表の記載要領に準じて記載してください。なお、「使用目的」

欄は、具体的に記載してください。 

(ﾍ) 「その他参考事項」は、その他参考となる事項や移転しようとする寄附財産等をやむを得ない

事情により合併の日の翌日から１年を経過する日までの期間内に使用開始することができない場

合のやむを得ない事情等について具体的に記載してください。 

(ﾄ) この届出書は「公益合併法人に移転しようとする財産等の寄附者」ごとに作成してください。 

(注) 既存の書類等でこの届出書に記載すべき内容が記載されたものがある場合には、この届出書の適宜

の箇所に「別紙のとおり」と記載の上、この届出書と既存の書類等を提出しても差し支えありません。 

 
ハ 届出時確認事項 

 確認項目 確認すべき事項 ﾁｪｯｸ 

1 「使用目的」欄 
使用目的に係る事業は、公益目的事業に該当するもので

すか。 
□ 

2 「使用開始予定年月日」欄 

合併の日の翌日から１年を経過する日までの期間内です

か。その期間を経過する場合には、やむを得ない事情の詳

細が記載されていますか。 

□ 

3 全項目 記載すべき項目に記載漏れはありませんか。 □ 

 
ニ 添付書類 

 書 類 ﾁｪｯｸ 

1 公益合併法人に移転しようとする寄附財産等の登記事項証明書等 □ 

2 届出者である受贈法人等（被合併法人）の登記事項証明書等 □ 

3 
公益合併法人が措法第 40 条第６項の規定の適用を受けることを確認したことを証する書

類（54 ページ参照） 
□ 

4 

公益合併法人に移転しようとする寄附財産等をやむを得ない事情により合併の日の翌

日から１年を経過する日までの期間内に使用開始することができない場合には、その

事情に至った事実が確認できる書類等 

□ 
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○ 特定贈与等に係る受贈法人等が解散する場合（８ページの⑸参照） 
 

 

*** ****

 

□□□□  ◎●●●●○○○○△△△△ 

東京都○○区××２丁目□ 

ｺｳｴｷｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ **** 

公益財団法人 ○○○○ 

**** **** 

○ ○ ○ ○ 

03        1111    XXXX 

○ ○ □ □ 

15   ○   ○ 17   ○   ○ 

東京都○○区××１丁目１ 

***-**** 

東京都○○区××３丁目４ 
03     0000     XXXX   

****      **** 

● ●  ● ● 

土地 宅地 東京都○○区××… 200㎡ 

８   ９   ○ 

東京都○○区××２丁目● 

ｺｳｴｷｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ **** 

公益財団法人 △△△△ 

□ □ □ □ 

03        2222    XXXX 

土地 宅地 東京都○○区××… 200㎡ ８  10   ○ ○○施設敷地 

８    ○   ○ 

☞ 受贈法人等（解散す

る法人）の所在地・名

称・所轄税務署名等を

記載してください。 

 

☞ 特定贈与等に係る寄附財産の寄附者

及び明細等を記載してください。 

 

☞ 解散引継法人等に残余財産の分配又は引渡

しにより移転等をしようとする寄附財産等の

明細等を記載してください。 

☞ やむを得ない事情の詳細及び使用開始予定年月日

を記載してください。 

 ◎●●●●○○○○△△△△ 
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イ 使用区分 

この届出書は、受贈法人等が解散し、寄附財産等を残余財産の分配又は引渡しにより解散引継法

人等に移転等をしようとする場合において、措法第 40条第７項の規定の適用を受けるときに使用し

ます。 
 

ロ 記載要領 

(ｲ) 「届出者」には、受贈法人等（解散する法人）の主たる事務所の所在地等を記載してください。 

(ﾛ) 「解散引継法人等に移転等をしようとする財産等の寄附者」には、寄附財産を寄附した人の現

在及び寄附時の住所等を記載してください。 

(ﾊ) 「承認を受けた財産の明細」には、寄附財産の明細を承認申請書第３表の記載要領に準じて記

載してください。 

(ﾆ) 「解散引継法人等」には、残余財産の分配又は引渡しにより寄附財産等の移転等を受ける解散

引継法人等の主たる事務所の所在地（解散引継法人等が個人である場合は、その解散引継法人等

の納税地）、氏名又は名称等を記載してください。なお、「公益信託の名称」欄及び「業種又は

職業」欄は、解散引継法人等が公益信託の受託者である場合に記載してください（その公益信託

の受託者が個人である場合は、「代表者氏名」欄の記載は不要です。）。 

(ﾎ) 「解散引継法人等に移転等をしようとする財産等の明細」には、残余財産の分配又は引渡しに

より移転等をしようとする寄附財産等の明細を承認申請書第３表の記載要領に準じて記載してく

ださい。なお、「使用目的」欄は、具体的に記載してください。 

(ﾍ) 「その他参考事項」は、その他参考となる事項や移転等をしようとする寄附財産等をやむを得

ない事情により解散の日の翌日から１年を経過する日までの期間内に使用開始することができな

い場合のやむを得ない事情等について具体的に記載してください。 

(ﾄ) この届出書は「解散引継法人等に移転等をしようとする財産等の寄附者」ごとに作成してくだ

さい。 

(注) 既存の書類等でこの届出書に記載すべき内容が記載されたものがある場合には、この届出書の適宜

の箇所に「別紙のとおり」と記載の上、この届出書と既存の書類等を提出しても差し支えありません。 
 

ハ 届出時確認事項 

 確認項目 確認すべき事項 ﾁｪｯｸ 

1 「使用目的」欄 
使用目的に係る事業は、公益目的事業に該当するものです

か。 
□ 

2 「使用開始予定年月日」欄 

解散の日の翌日から１年を経過する日までの期間内です

か。その期間を経過する場合には、やむを得ない事情の詳

細が記載されていますか。 

□ 

3 全項目 記載すべき項目に記載漏れはありませんか。 □ 

 

ニ 添付書類 

 書 類 ﾁｪｯｸ 

1 解散引継法人等に移転等をしようとする寄附財産等の登記事項証明書等 □ 

2 届出者である受贈法人等の登記事項証明書等 □ 

3 解散引継法人等の登記事項証明書等（解散引継法人等が法人である場合） □ 

4 
解散引継法人等が措法第 40 条第７項の規定の適用を受けることを確認したことを証する

書類（54ページ参照） 
□ 

5 

解散引継法人等に移転等をしようとする寄附財産等をやむを得ない事情により解散の

日の翌日から１年を経過する日までの期間内に使用開始することができない場合に

は、その事情に至った事実が確認できる書類等 

□ 
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○ 特定贈与等に係る受贈法人等が公益認定の取消し処分を受けた場合（９ページの⑹参照） 
 

☞ やむを得ない事情の詳細及び使用開始予定年月

日を記載してください。 

*** ****

 

東京都○○区××２丁目□ 

□□□□  ◎●●●●○○○○△△△△ 

ｲｯﾊﾟﾝｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ **** 

一般財団法人 ○○○○ 

**** **** 

○ ○ ○ ○ 

03        1111    XXXX 

○ ○ □ □ 

 
28   ○   ○ 30   ○   ○ 

東京都○○区××１丁目１ 

***-**** 

東京都○○区××３丁目４ 
03     0000     XXXX   

８    ○   ○ 

****      **** 

● ●  ● ● 

土地 宅地 東京都○○区××… 200㎡ 

８   ○   ○ 使途不特定財産額が保有制限を超過したため。 

８   ６   ○ 

 ◎●●●●○○○○△△△△ 

ｺｳｴｷｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ **** 

公益財団法人 △△△△ 

東京都○○区××２丁目● × × × × 

03        2222    XXXX 

土地 宅地 東京都○○区××… 200㎡ 100,000 ８  12   ○ ○○施設敷地 

☞ 受贈法人等の

所在地・名称・

所轄税務署名等

を記載してくだ

さい。 

 

☞ 特定贈与等に係る寄附財産の寄附者

及び明細等を記載してください。 

 

☞ 引継法人等に贈与等をしようとする寄附財産等の明細等

を記載してください。 
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イ 使用区分 

この届出書は、受贈法人等が公益認定の取消しの処分（特定処分）を受けたため、定款の

定めに従い、寄附財産等に基づく公益目的取得財産残額に相当する額の財産（引継財産）

を引継法人等に贈与等をしようとする場合において、措法第 40 条第８項の規定の適用を

受けるときに使用します。 
 

ロ 記載要領 

(ｲ) 「届出者」には、受贈法人等の主たる事務所の所在地等を記載してください。 

(ﾛ) 「引継法人等に贈与等をしようとする財産等の寄附者」欄には、寄附財産を寄附した人の現在

及び寄附時の住所等を記載してください。 

(ﾊ) 「承認を受けた財産の明細」には、寄附財産の明細を承認申請書第３表の記載要領に準じて記

載してください。 

(ﾆ) 「引継法人等」には、引継財産の贈与等を受ける引継法人等の主たる事務所の所在地（引継法

人等が個人である場合は、その引継法人等の納税地）、氏名又は名称等を記載してください。な

お、「公益信託の名称」欄及び「業種又は職業」欄は、引継法人等が公益信託の受託者である場

合に記載してください（その公益信託の受託者が個人である場合は、「代表者氏名」欄の記載は

不要です。）。 

(ﾎ) 「公益引継資産（引継法人等に贈与等をしようとする財産等）の明細」には、贈与等をしよう

とする寄附財産等の明細を承認申請書第３表の記載要領に準じて記載するとともに、具体的な使

用目的、措法第 40条第８項に規定する財産等以外の引継財産の金額及び当該金額の計算に関する

明細を記載してください。 

(ﾍ) 「代替公益引継資産（引継法人等が公益引継資産で取得しようとする資産）の明細」には、引

継法人等が、公益引継資産をもって新たに取得しようとする財産の明細を承認申請書第３表の記

載要領に準じて記載してください。なお、「使用目的」欄は、具体的に記載してください。 

(ﾄ) 「その他参考事項」は、その他参考となる事項や贈与等をしようとする寄附財産等をやむを得

ない事情により贈与等の日の翌日から１年を経過する日までの期間内に使用開始することができ

ない場合のやむを得ない事情等について具体的に記載してください。 

(ﾁ) この届出書は「引継法人等に贈与等をしようとする財産等の寄附者」ごとに作成してください。 

(注) 既存の書類等でこの届出書に記載すべき内容が記載されたものがある場合には、この届出書の適宜

の箇所に「別紙のとおり」と記載の上、この届出書と既存の書類等を提出しても差し支えありません。 
 

ハ 届出時確認事項 
 確認項目 確認すべき事項 ﾁｪｯｸ 

1 「使用目的」欄 
使用目的に係る事業は、公益目的事業に該当するものです
か。 

□ 

2 「使用開始予定年月日」欄 
贈与等の日の翌日から１年を経過する日までの期間内です
か。その期間を経過する場合には、やむを得ない事情の詳
細が記載されていますか。 

□ 

3 全項目 記載すべき項目に記載漏れはありませんか。 □ 

 

ニ 添付書類 
 書 類 ﾁｪｯｸ 

1 引継法人等に贈与等をしようとする寄附財産等の登記事項証明書等 □ 

2 届出者である受贈法人等の登記事項証明書等 □ 

3 引継法人等の登記事項証明書等（引継法人等が法人である場合） □ 

4 
引継法人等が措法第 40 条第８項の規定の適用を受けることを確認したことを証する書類

（54ページ参照） 
□ 

5 

引継法人等に贈与等をしようとする寄附財産等をやむを得ない事情により贈与等の日

の翌日から１年を経過する日までの期間内に使用開始することができない場合には、

その事情に至った事実が確認できる書類等 

□ 



- 30 - - 35 - 

 

 

○ 特定贈与等に係る特定一般法人が他の公益法人等へ寄附財産等の贈与等をする場合（10ページ

の⑺参照） 
 

８    ○   ○ 

□□□□  ◎●●●●○○○○△△△△ 

*** ****

 

東京都○○区××２丁目□ 

ｲｯﾊﾟﾝｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ **** 

一般財団法人 ○○○○ 

**** **** 

○ ○ ○ ○ 

03        1111    XXXX 

○ ○ □ □ 

15   ○   ○ 17   ○   ○ 

東京都○○区××１丁目１ 

***-**** 

東京都○○区××３丁目４ 
03     0000     XXXX   

****      **** 

● ●  ● ● 

土地 宅地 東京都○○区××… 200㎡ 

８   ９   ○ 

東京都○○区××２丁目□ 

ｺｳｴｷｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ **** 

公益財団法人 ○○○○ 

 ◎●●●●○○○○△△△△ 

× × × × 

03        2222    XXXX 

土地 宅地 東京都○○区××… 200㎡ Ｒ８  10   ○ ○○施設敷地 

☞ 受贈法人等（特定一般法人）の

所在地・名称・所轄税務署名等を

記載してください。 

 

☞ 特定贈与等に係る寄附財産の寄附者

及び明細等を記載してください。 

 

☞ 受贈公益法人等に贈与等をしようとする寄附財産等の明細等

を記載してください。 

☞ やむを得ない事情の詳細及び使用開始予定年月

日を記載してください。 
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イ 使用区分 

この届出書は、受贈法人等である特定一般法人が、公益目的支出計画に基づき寄附財産等

を受贈公益法人等に贈与等をしようとする場合において、措法第40条第９項の規定の適用を

受けるときに使用します。 
 

ロ 記載要領 

(ｲ) 「届出者」には、受贈法人等（特定一般法人）の主たる事務所の所在地等を記載してください。 

(ﾛ) 「受贈公益法人等に贈与等をしようとする財産等の寄附者」には、寄附財産を寄附した人の現

在及び寄附時の住所等を記載してください。 

(ﾊ) 「承認を受けた財産の明細」には、寄附財産の明細を承認申請書第３表の記載要領に準じて記

載してください。 

(ﾆ) 「受贈公益法人等」には、寄附財産等の贈与等を受ける受贈公益法人等の所在地（受贈公益法

人等が個人である場合は、その受贈公益法人等の納税地）、氏名又は名称等を記載してください。

なお、「公益信託の名称」欄及び「業種又は職業」欄は、受贈公益法人等が公益信託の受託者で

ある場合に記載してください（その公益信託の受託者が個人である場合は、「代表者氏名」欄の

記載は不要です。）。 

(ﾎ) 「受贈公益法人等に贈与等をしようとする財産等の明細」には、贈与等をしようとする寄附財

産等の明細を承認申請書第３表の記載要領に準じて記載してください。なお、「使用目的」欄は、

具体的に記載してください。 

(ﾍ) 「その他参考事項」は、その他参考となるべき事項や贈与等をしようとする寄附財産等を贈与

等の日の翌日から１年を経過する日までの期間内に使用開始することができない場合のやむを得

ない事情等について具体的に記載してください。 

(ﾄ) この届出書は「受贈公益法人等に贈与等をしようとする財産等の寄附者」ごとに作成してくだ

さい。 

(注) 既存の書類等でこの届出書に記載すべき内容が記載されたものがある場合には、この届出書の適宜

の箇所に「別紙のとおり」と記載の上、この届出書と既存の書類等を提出しても差し支えありません。 
 

ハ 届出時確認事項 
 確認項目 確認すべき事項 ﾁｪｯｸ 

1 「使用目的」欄 
使用目的に係る事業は、公益目的事業に該当するものです

か。 
□ 

2 「使用開始予定年月日」欄 

贈与等の日の翌日から１年を経過する日までの期間内です

か。その期間を超える場合には、やむを得ない事情の詳細

が記載されていますか。 

□ 

3 全項目 記載すべき項目に記載漏れはありませんか。 □ 

 
ニ 添付書類 

 書 類 ﾁｪｯｸ 

1 受贈公益法人等に贈与等をしようとする寄附財産等の登記事項証明書等 □ 

2 届出者である特定一般法人の登記事項証明書等 □ 

3 受贈公益法人等の登記事項証明書等（受贈公益法人等が法人である場合） □ 

4 
受贈公益法人等が措法第 40 条第９項の規定の適用を受けることを確認したことを証す

る書類（54 ページ参照） 
□ 

5 

受贈公益法人等に贈与等をしようとする寄附財産等をやむを得ない事情により贈与等

の日の翌日から１年を経過する日までの期間内に使用開始することができない場合に

は、その事情に至った事実が確認できる書類等 

□ 
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○ 特定贈与等に係る受贈法人等が幼保連携型認定こども園を設置するために、他の公益法人等へ 

財産等を贈与する場合（11ページの⑻参照） 
 

 

☞ やむを得ない事情の詳細及び使用開始予定年月日

を記載してください。 

８    ○   ○ 
□□□□  ◎●●●●○○○○△△△△ 

*** ****

 

東京都○○区××２丁目□ 

ｼｬｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝ **** 

社会福祉法人 ○○○○ 

**** **** 

○ ○ ○ ○ 

03        1111     XXXX 

○ ○ □ □ 

15   ○   ○ 17   ○   ○ 

東京都○○区××１丁目１ 

***-**** 

東京都○○区××３丁目４ 
03     0000     XXXX   

****      **** 

● ●  ● ● 

土地 宅地 東京都○○区××… 200㎡ 

８    ×      × 

８    ９     □ 

土地 宅地 東京都○○区××… 200㎡ ８  10   ○ こども園の園舎敷地 

 ◎●●●●○○○○△△△△ 

東京都○○区××２丁目□ 

ｶﾞｯｺｳﾎｳｼﾞﾝ **** 

学校法人 ○○○○ 

× × × × 

03        2222     XXXX 

８   △   △ 

☞ 受贈法人等（譲渡法人）の所

在地・名称・所轄税務署名等を

記載してください。 

☞ 特定贈与等に係る寄附財産の寄附者

及び明細等を記載してください。 

☞ 譲受法人に贈与しようとする寄附財産等の

明細等を記載してください。 
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イ  使用区分 

この届出書は、受贈法人等が幼保連携型認定こども園の設置のために寄附財産等を贈与し

ようとする場合において、措法第 40条第 10項の規定の適用を受けるときに使用します。 

 
ロ 記載要領 

(ｲ) 「届出者」には、受贈法人等（譲渡法人）の主たる事務所の所在地等を記載してください。 

(ﾛ) 「譲受法人に贈与しようとする財産等の寄附者」には、寄附財産を寄附した人の現在及び寄附

時の住所等を記載してください。 

(ﾊ) 「承認を受けた財産の明細」には、寄附財産の明細を承認申請書第３表の記載要領に準じて記

載してください。 

(ﾆ) 「２ 届出者(譲渡法人)に関する事項」の「幼稚園又は保育所等の廃止等の認可承認日・認可

承認の申請日・届出日」欄には、次のいずれかの日を記載してください。 

Ａ 幼稚園の廃止若しくは設置者の変更の認可を受けた日又は認可の申請をした日 

Ｂ 保育所の廃止の承認を受けた日又は承認の申請をした日 

Ｃ 保育機能施設の設置者変更の届出を行った日 

(ﾎ) 「３ 譲受法人に贈与しようとする財産等の明細」の「使用開始予定年月日」欄には、寄附財

産等を幼保連携型認定こども園の事業に使用開始する予定年月日を記載してください。なお、

「使用目的」欄は、具体的に記載してください。 

(ﾍ) 「４ 譲受法人に関する事項」の「幼保連携型認定こども園、幼稚園又は保育所等の設置等の

認可日・認可の申請日・届出日」欄には、次のいずれかの日を記載してください。 

Ａ 旧幼保連携型認定こども園の認定を受けた者の変更の届出を行った日 

Ｂ 幼保連携型認定こども園(旧幼保連携型認定こども園を除きます。)の設置の認可を受けた日

又は認可の申請をした日 

Ｃ 幼稚園の設置若しくは設置者の変更の認可を受けた日又は認可の申請をした日

Ｄ 保育所の設置の認可を受けた日又は認可の申請をした日 

Ｅ 届出者(譲渡法人)が設置していた保育機能施設の設置者の変更を事由とする届出を行った日 

(ﾄ) 「５ その他参考事項」は、その他参考となる事項や贈与しようとする寄附財産等をやむを得

ない事情により贈与の日の翌日から１年を経過する日までの期間内に幼保連携型認定こども園を

設置し、運営する事業の用に使用開始することができない場合のやむを得ない事情等について具

体的に記載してください。 

(ﾁ) この届出書は「譲受法人に贈与しようとする財産等の寄附者」ごとに作成してください。 

(注) 既存の書類等でこの届出書に記載すべき内容が記載されたものがある場合には、この届出書の適宜

の箇所に「別紙のとおり」と記載の上、この届出書と既存の書類等を提出しても差し支えありません。 
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ハ 届出時確認事項 

 確認項目 確認すべき事項 ﾁｪｯｸ 

1 「使用目的」欄 
使用目的に係る事業は、幼保連携型認定こども園を設置、

運営する事業に該当するものですか。 
□ 

2 「使用開始予定年月日」欄 

贈与の日の翌日から１年を経過する日までの期間内です

か。その期間を超える場合には、やむを得ない事情の詳細

が記載されていますか。 

□ 

3 全項目 記載すべき項目に記載漏れはありませんか。 □ 

 

ニ 添付書類 

 書 類 ﾁｪｯｸ 

1 譲受法人に贈与しようとする寄附財産等の登記事項証明書等 □ 

2 届出者である受贈法人等及び譲受法人の登記事項証明書 □ 

3 
譲受法人が措法第 40条第 10項の規定の適用を受けることを確認したことを証する書類

（54ページ参照） 
□ 

4 
譲受法人に贈与しようとする寄附財産等及び贈与予定年月日の記載がある契約書等の

書類 
□ 

5 上記ロの(ﾆ)及び(ﾍ)の認可等を受けたこと又はその申請をしたことなどを証する書類 □ 

6 
幼保連携型認定こども園の設置予定日の記載のある書類(認可等の申請書、理事会議事

録の写し等） 
□ 

7 

譲受法人に贈与しようとする寄附財産等をやむを得ない事情により贈与の日の翌日か

ら１年を経過する日までの期間内に幼保連携型認定こども園を設置し、運営する事業の

用に使用開始することができない場合には、その事情に至った事実が確認できる書類 

□ 
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○ 特定贈与等に係る公益信託の受託者に任務終了事由等が生じた場合（11ページの⑼参照） 

 

８    ○   ○ 

*** ****

 

□□□□ 

◎●●●●○○○○△△△△ 

東京都○○区××２丁目□ 

**** ｼﾝﾀｸｷﾞﾝｺｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 

○○○○ 信託銀行株式会社 

**** **** 03        1111    XXXX 

○ ○ ○ ○ ○ ○ □ □ 

公益信託△△△△ 信託銀行 

✔ 

８     △    ○ ８     □    ○ 

東京都○○区××１丁目１ 

***-**** 

東京都○○区××３丁目４ 
03     0000     XXXX   

****      **** 

● ●  ● ● 

土地 宅地 東京都○○区××… 200㎡ 

８   △     ○ ○○○○ 信託銀行株式会社 当初受託者の辞任 ・・・など 

東京都○○区××２丁目● 

**** ｼﾝﾀｸｷﾞﾝｺｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 

△△△△ 信託銀行株式会社 

公益信託△△△△ 

× × × × 

信託銀行 

03        2222     XXXX 

８     ●    ○ 

土地 宅地 東京都○○区××… 200㎡ ８  ▲   ○ ○○施設敷地 

☞ 受贈法人等（当初受託者）の所在地・名称・

所轄税務署名等を記載してください。 

☞ 共同受託の場合は□にレ印を付し、「租税特別措置法第40条第 項

の規定を受ける場合の付表」（55ページ参照）も提出してください。 

☞ 特定贈与等に係る寄附財産の寄附者

及び明細等を記載してください。 

☞ やむを得ない事情の詳細及び使用開始予定年月日

を記載してください。 

☞ 引継受託者に移転しようとする寄附財産等の明細等を記載してください。 

◎●●●●○○○○△△△△ 

☞ 引継受託者が複数いる場合は□にレ印を付し、「租税特別措置法第40条

第 項の規定を受ける場合の付表」も提出してください。 
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イ  使用区分 

この届出書は、受贈法人等である公益信託の受託者（当初受託者）が任務の終了、合併又
は分割により引継受託者に寄附財産等を移転しようとする場合において、措法第 40条第 11項
の規定の適用を受けるときに使用します。 

 
ロ 記載要領 

(ｲ) 「届出者」には、当初受託者の主たる事務所の所在地（当初受託者が個人である場合は、その
当初受託者の納税地）、氏名又は名称等を記載してください。なお、当初受託者が個人である場
合は、「代表者氏名」欄及び「連絡先氏名」欄の記載は不要です。 

※ 上記の当初受託者が個人である場合で、納税地と住所が異なるときは、欄外に住所を記載し

てください。 

(ﾛ) 「引継受託者に移転しようとする財産等の寄附者」には、寄附財産を寄附した人の現在及び寄
附時の住所等を記載してください。 

(ﾊ) 「承認を受けた財産の明細」には、寄附財産の明細を承認申請書第３表の記載要領に準じて記
載してください。 

(ﾆ) 「引継受託者」には、寄附財産等の移転を受ける引継受託者の所在地（引継受託者が個人であ
る場合は、その引継受託者の納税地）、氏名又は名称等を記載してください。 

(ﾎ) 「引継受託者に移転しようとする財産等の明細」には、移転しようとする寄附財産等の明細を

承認申請書第３表の記載要領に準じて記載してください。なお、「使用目的」欄は、具体的に記
載してください。 

(ﾍ) 「その他参考事項」は、その他参考となるべき事項や移転しようとする寄附財産等を認可又は
届出の日の翌日から１年を経過する日までの期間内に使用開始することができない場合のやむを
得ない事情等について具体的に記載してください。 

(ﾄ) この届出書は「引継受託者に移転しようとする財産等の寄附者」ごとに作成してください。 
(注) 既存の書類等でこの届出書に記載すべき内容が記載されたものがある場合には、この届出書の適宜

の箇所に「別紙のとおり」と記載の上、この届出書と既存の書類等を提出しても差し支えありません。 
 

ハ 届出時確認事項 
 確認項目 確認すべき事項 ﾁｪｯｸ 

1 「使用目的」欄 
使用目的に係る事業は、公益目的事業に該当するものです
か。 

□ 

2 「使用開始予定年月日」欄 
認可又は届出の日の翌日から１年を経過する日までの期間
内ですか。その期間を超える場合には、やむを得ない事情
の詳細が記載されていますか。 

□ 

3 全項目 記載すべき項目に記載漏れはありませんか。 □ 

 
ニ 添付書類 

 書 類 ﾁｪｯｸ 

1 引継受託者に移転しようとする寄附財産等の登記事項証明書等 □ 

2 届出者である当初受託者の登記事項証明書等（当初受託者が法人である場合） □ 

3 引継受託者の登記事項証明書等（引継受託者が法人である場合） □ 

4 
引継受託者が措法第 40条第 11項の規定の適用を受けることを確認したことを証する書

類（54 ページ参照） 
□ 

5 

公益信託法第 12 条第１項に規定する新受託者の選任の認可の申請をしたことを証する

書類（選任認可申請書）又は同法第７条第２項各号に掲げる事項の変更に係る同法第

12 条第１項の認可の申請をしたことを証する書類（変更認可申請書）の写し 

□ 

6 

引継受託者に移転しようとする寄附財産等をやむを得ない事情により認可又は届出の

日の翌日から１年を経過する日までの期間内に使用開始することができない場合に

は、その事情に至った事実が確認できる書類等 

□ 
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○ 特定贈与等に係る公益信託が終了する場合（12ページの⑽参照） 
 

８    ○   ○ 

□□□□ ●●●●○○○○△△△△ 

*** ****

 

東京都○○区××２丁目□ 

03        1111    XXXX **** **** 

○ ○ ○ ○ 

弁護士 

✔ 

公益信託□□□□ 

８     △    ○ ８     □    ○ 

東京都○○区××１丁目１ 

***-**** 

東京都○○区××３丁目４ 
03     0000     XXXX   

****      **** 

● ●  ● ● 

土地 宅地 東京都○○区××… 200㎡ 

８    △    ○ 

東京都○○区××２丁目● 

**** **** 

△ △ ○ ○ 

●●●●○○○○△△△△ 

✔ 

公益信託○○○○ 

03        2222    XXXX 

弁護士 

土地 宅地 東京都○○区××… 200㎡ ８  ●   ○ ○○施設敷地 

 信託の目的を達成したことによる公益信託の終了 ・・・など 

☞ 受贈法人等（当初公益信託の受託者）の所在地・

名称・所轄税務署名等を記載してください。 

☞ 特定贈与等に係る寄附財産の寄附者

及び明細等を記載してください。 

☞ 共同受託の場合は□にレ印を付し、「租税特別措置法第40条第 項

の規定を受ける場合の付表」（55ページ参照）も提出してください。 

☞ 帰属権利者に移転等をしようとする寄附財産等の明細等を記載してください。 

☞ やむを得ない事情の詳細及び使用開始予定年月日

を記載してください。 
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イ  使用区分 

この届出書は、受贈法人等である公益信託の受託者（当初公益信託の受託者）が公益信託
の終了により帰属権利者に寄附財産等の移転等をしようとする場合において、措法第 40 条第
12項の規定の適用を受けるときに使用します。 

 
ロ 記載要領 

(ｲ) 「届出者」には、当初公益信託の受託者の主たる事務所の所在地（当初公益信託の受託者が個
人である場合は、その当初公益信託の受託者の納税地）、氏名又は名称等を記載してください。
なお、当初公益信託の受託者が個人である場合は、「代表者氏名」欄及び「連絡先氏名」欄の記
載は不要です。 

※ 上記の当初公益信託の受託者が個人である場合で、納税地と住所が異なるときは、欄外に住

所を記載してください。 

(ﾛ) 「帰属権利者に移転等をしようとする財産等の寄附者」には、寄附財産を寄附した人の現在及

び寄附時の住所等を記載してください。 

(ﾊ) 「承認を受けた財産の明細」には、寄附財産の明細を承認申請書第３表の記載要領に準じて記

載してください。 

(ﾆ) 「帰属権利者」には、寄附財産等の移転等を受ける帰属権利者の所在地（帰属権利者が個人で
ある場合は、その帰属権利者の納税地）、氏名又は名称等を記載してください。なお、「公益信
託の名称」欄及び「業種又は職業」欄は、帰属権利者が他の公益信託の受託者である場合に記載
してください（その他の公益信託の受託者が個人である場合は、「代表者氏名」欄の記載は不要
です。）。 

(ﾎ) 「帰属権利者に移転等をしようとする財産等の明細」には、移転等をしようとする寄附財産等
の明細を承認申請書第３表の記載要領に準じて記載してください。なお、「使用目的」欄は、具
体的に記載してください。 

(ﾍ) 「その他参考事項」は、その他参考となるべき事項や移転等をしようとする寄附財産等を公益
信託の終了の日の翌日から１年を経過する日までの期間内に使用開始することができない場合の
やむを得ない事情等について具体的に記載してください。 

(ﾄ) この届出書は「帰属権利者に移転等をしようとする財産等の寄附者」ごとに作成してください。 

(注) 既存の書類等でこの届出書に記載すべき内容が記載されたものがある場合には、この届出書の適宜

の箇所に「別紙のとおり」と記載の上、この届出書と既存の書類等を提出しても差し支えありません。 
 

ハ 届出時確認事項 
 確認項目 確認すべき事項 ﾁｪｯｸ 

1 「使用目的」欄 
使用目的に係る事業は、公益目的事業に該当するものです
か。 

□ 

2 「使用開始予定年月日」欄 
公益信託の終了の日の翌日から１年を経過する日までの期
間内ですか。その期間を超える場合には、やむを得ない事
情の詳細が記載されていますか。 

□ 

3 全項目 記載すべき項目に記載漏れはありませんか。 □ 
 

ニ 添付書類 
 書 類 ﾁｪｯｸ 

1 帰属権利者に移転等をしようとする寄附財産等の登記事項証明書等 □ 

2 
届出者である当初公益信託の受託者の登記事項証明書等（当初公益信託の受託者が法人
である場合） 

□ 

3 帰属権利者の登記事項証明書等（帰属権利者が法人である場合） □ 

4 
帰属権利者が措法第 40条第 12項の規定の適用を受けることを確認したことを証する書
類（54 ページ参照） 

□ 

5 公益信託の終了の日が分かる書類（公益信託の終了届出書など）の写し □ 

6 
帰属権利者に移転等をしようとする寄附財産等をやむを得ない事情により公益信託の
終了の日の翌日から１年を経過する日までの期間内に使用開始することができない場
合には、その事情に至った事実が確認できる書類等 

□ 

 



- 30 - - 44 - 

 

 

○ 特定贈与等に係る特定一般法人が公益認定を受けた場合（13ページの⑿イ参照） 
 

８    ○   ○ 

□□□□  ◎●●●●○○○○△△△△ 

*** ****

 

東京都○○区××２丁目□ 

ｺｳｴｷｼｬﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ **** 

公益社団法人 ○○○○ 

**** **** 

○ ○ ○ ○ 

03        1111    XXXX 

○ ○ □ □ 

８    ○   ○ 

東京都○○区××２丁目□ 

ｲｯﾊﾟﾝｼｬﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ **** 

一般社団法人 △△△△ 

× × × × 

03        1111     XXXX 

28   ○   ○ 30   ○   ○ 

東京都○○区××１丁目１ 

***-**** 

東京都○○区××３丁目４ 
03     0000      XXXX   

****      **** 

● ●  ● ● 

土地 宅地 東京都○○区××・・・ 200㎡ ○○施設敷地 

☞ 受贈法人等の所在地・名称・所轄

税務署名等を記載してください。 

☞ 公益認定を受ける前の受贈法人等

の名称等を記載してください。 

☞ 特定贈与等に係る寄附財産の寄附者

及び明細等を記載してください。 
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イ 使用区分 

この届出書は、受贈法人等である特定一般法人が、公益認定法第４条の認定（公益認定）を受

けたことを届け出るときに使用します。 

 
ロ 記載要領 

(ｲ) 「届出者」には、受贈法人等がこの届出書を提出するときの主たる事務所の所在地等を記載し

てください。 

(ﾛ) 「認定前の名称等」には、公益認定を受ける前の受贈法人等の主たる事務所の所在地等を記載

してください。 

(ﾊ) 「特定贈与等を受けた財産の寄附者」には、寄附財産を寄附した人の現在及び寄附時の住所等

を記載してください。 

(ﾆ) 「特定贈与等を受けた財産の明細」には、寄附財産の明細を承認申請書第３表の記載要領に準

じて記載してください。なお、「使用実績」欄は、具体的に記載してください。 

(ﾎ) 「その他参考事項」は、公益認定を受けたことを届け出るに当たり、特に参考となる事項を記

載してください。 

(ﾍ) この届出書は「特定贈与等を受けた財産の寄附者」ごとに作成してください。 

(注) 既存の書類等でこの届出書に記載すべき内容が記載されたものがある場合には、この届出書の適

宜の箇所に「別紙のとおり」と記載の上、この届出書と既存の書類等を提出しても差し支えありま

せん。 

 
ハ 届出時確認事項 

 

確認項目 確認すべき事項 ﾁｪｯｸ 

全項目 記載漏れはありませんか。 □ 

 

ニ 添付書類 

 書 類 ﾁｪｯｸ 

1 受贈法人等の公益認定後の登記事項証明書等 □ 

2 受贈法人等の公益認定を受けたことを証する書類 □ 
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○ 特定贈与等に係る公益社団（財団）法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合（14ページの

⑿ロ参照） 
 

 

８    ○   ○ 

□□□□  ◎●●●●○○○○△△△△ 

*** ****

 

東京都○○区××２丁目□ 

ｲｯﾊﾟﾝｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ **** 

一般財団法人 ○○○○ 

**** **** 

○ ○ ○ ○ 

03        1111    XXXX 

○ ○ □ □ 

ｺｳｴｷｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ **** 

公益財団法人 △△△△ 

東京都○○区××２丁目□ 

× × × × 

03      1111      XXXX   

８   ○    ○  使途不特定財産額が保有制限を超過したため ・・・など 

✔ 

28   ○   ○ 30   ○   ○ 

東京都○○区××１丁目１ 

***-**** 

東京都○○区××３丁目４ 
03     0000     XXXX   

****      **** 

● ●  ● ● 

土地 宅地 東京都○○区××・・・ 200㎡ ○○施設敷地 

☞ 受贈法人等の所在地・名称・所轄

税務署名等を記載してください。 

☞ 公益認定を取り消される前の受贈法人等

の名称等を記載してください。 

☞ 定款を変更する場合には、変更内容の

概要を記載してください。 

☞ 特定贈与等に係る寄附財産の寄附者及び

明細等を記載してください。 
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イ 使用区分 

この届出書は、受贈法人等である公益社団（財団）法人が、公益認定法第 29条第１項又は第

２項の規定により同法第５条の公益認定の取消しの処分（取消処分）を受けたことを届け

出る場合に使用します。 

 
ロ 記載要領 

(ｲ) 「届出者」には、受贈法人等がこの届出書を提出するときの主たる事務所の所在地等を記載し

てください。 

(ﾛ) 「認定取消しの処分前の名称等」には、取消処分を受ける前の受贈法人等の主たる事務所の所

在地等を記載してください。また、「取消しの処分を受けた事由」欄には、取消処分を受けた事

由を具体的に記載するとともに、定款を変更する場合には「定款変更の概要」欄に変更する項目

の概要を記載してください。 

(ﾊ) 「特定贈与等を受けた財産の寄附者」には、寄附財産を寄附した人の現在及び寄附時の住所等

を記載してください。 

(ﾆ) 「特定贈与等を受けた財産の明細」には、寄附財産の明細を承認申請書第３表の記載要領に準

じて記載します。なお、「使用実績」欄は、具体的に記載してください。 

(ﾎ) 「その他参考事項」には、取消処分を受けたことを届け出るに当たり、特に参考となる事項を

記載してください。 

(ﾍ) この届出書は「特定贈与等を受けた財産の寄附者」ごとに作成してください。 

(注) 既存の書類等でこの届出書に記載すべき内容が記載されたものがある場合には、この届出書の適

宜の箇所に「別紙のとおり」と記載の上、この届出書と既存の書類等を提出しても差し支えありま

せん。 

 
ハ 届出時確認事項 

 

 確認項目 確認すべき事項 ﾁｪｯｸ 

1 
「取消しの処分を受けた

事由」欄 

取消しの処分を受けた事由の全てが具体的に記載されてい

ますか。 
□ 

2 全項目 記載漏れはありませんか。 □ 

 

ニ 添付書類 

 書 類 ﾁｪｯｸ 

1 届出者である受贈法人等の公益認定の取消処分後の登記事項証明書等 □ 

2 公益認定の取消処分を受けたことを証する書類 □ 

3 
定款の写し（定款を変更する場合は、定款の写し及び定款の変更項目が確認でき

る書類） 
□ 
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○ 財産等を特定管理方法により管理している公益法人等における公益目的事業の用に直接供しな

くなった場合等の届出【措令25の17⑭】（14ページの⒀参照） 
 

８    ○   ○ 

*** ****

 

□□□□  ◎●●●●○○○○△△△△ 

東京都○○区××２丁目□ 

ｶﾞｯｺｳﾎｳｼﾞﾝ **** 

学校法人 ○○○○ 

**** **** 

○ ○ ○ ○ 

03        1111    XXXX 

○ ○ □ □ 

○   ○   ○ ●   ●   ● 

***-**** 
下記と同じ 

東京都○○区××３丁目４ 
03     0000     XXXX   

****      **** 

● ●  ● ● 

☞ 受贈法人等の所

在地・名称・所轄

税務署名等を記載

してください。 

☞ 寄附財産等を公益目的事業の用に直接供しなくなった場合は、

こちらに寄附財産等の明細等を記載してください。 

 

☞ 寄附財産等を基本金に組み入れる方法により管理しなくなった場合は、

こちらに寄附財産等の明細等を記載してください。 
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イ 使用区分 

この届出書は、寄附財産等を特定管理方法により管理している又は管理していた受贈法人等が次

の(ｲ)又は(ﾛ)の場合に該当するときに使用します。 

(ｲ) 寄附財産等（特定管理方法により管理されていたものに限るものとし、特定管理方法により

管理されているものを除きます。）を公益目的事業の用に直接供しなくなった場合 

(ﾛ) 寄附財産等を基本金に組み入れる方法により管理しなくなった場合 

なお、国立大学法人等、公益社団法人若しくは公益財団法人、認定ＮＰＯ法人等又は公益信託

の受託者が寄附財産等を基金に組み入れる方法により管理しなくなった場合には、これらの者の

所轄庁がその事実を国税庁長官に通知することとされているため、これらの者についてはこの届

出を行う必要はありません。 
 

ロ 記載要領 

(ｲ) 「届出者」には、受贈法人等の主たる事務所の所在地（受贈法人等が個人である場合は、その

受贈法人等の納税地）、氏名又は名称等を記載してください。なお、「公益信託の名称」欄及び

「業種又は職業」欄は、届出者が公益信託の受託者の場合に記載してください（その公益信託の

受託者が個人である場合は、「代表者氏名」欄及び「連絡先氏名」欄の記載は不要です。）。 

  ※ 上記の公益信託の受託者が個人である場合で、納税地と住所が異なるときは、欄外に住所を

記載してください。 

(ﾛ) 「公益目的事業の用に直接供しなくなった又は基本金に組み入れる方法により管理しなくなっ

た財産等の寄附者」には、寄附財産を寄附した人の現在及び寄附時の住所等を記載してください。 

(ﾊ) 「公益目的事業の用に直接供しなくなった財産等の明細」には、公益目的事業の用に直接供し

なくなった寄附財産等の明細を承認申請書第３表の記載要領に準じて記載してください。なお、

「公益目的事業の用に直接供しなくなった理由」欄は、具体的に記載してください。 

(ﾆ) 「基本金に組み入れる方法により管理しなくなった財産等の明細」には、基本金に組み入れる

方法により管理しなくなった寄附財産等の明細を承認申請書第３表の記載要領に準じて記載して

ください。 

(ﾎ) 「その他参考事項」には、公益目的事業の用に直接供しなくなったこと等を届け出るに当たり、

特に参考となる事項を記載してください。 

(ﾍ) この届出書は「公益目的事業の用に直接供しなくなった又は基本金に組み入れる方法により管

理しなくなった財産等の寄附者」ごとに作成してください。 

(注) 既存の書類等でこの届出書に記載すべき内容が記載されたものがある場合には、この届出書の適宜

の箇所に「別紙のとおり」と記載の上、この届出書と既存の書類等を提出しても差し支えありません。 
 

ハ 届出時確認事項 

確認項目 確認すべき事項 ﾁｪｯｸ 

全項目 記載すべき項目に記載漏れはありませんか。 □ 
 

ニ 添付書類 

 添付を要する場合 書 類 ﾁｪｯｸ 

１ 
寄附財産等を公益目的事業の

用に直接供しなくなった場合 

公益目的事業の用に直接供しなくなったことが分かる

書類 
□ 

２ 

寄附財産等を基本金に組み入

れる方法により管理しなくな

った場合 

基本金に組み入れる方法により管理しなくなったこと

が分かる書類 
□ 
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○ 公益目的事業の用に直接供しなくなった場合の届出【40条通達23の２】（15ページの⒁参照） 
 

 

８    ○   ○ 

*** ****

 

東京都○○区××２丁目□ 

□□□□
 

ｶﾞｯｺｳﾎｳｼﾞﾝ **** 

学校法人 ○○○○ 

**** **** 

○ ○ ○ ○ 

03        1111    XXXX 

○ ○ □ □ 

○   ○   ○ ●   ●   ● 

✔ 

***-**** 

東京都○○区××３丁目４ 
03     0000     XXXX   

****      **** 

● ●  ● ● 

☞ 受贈法人等の所在地・名称・所轄

税務署名等を記載してください。 

 

☞ 公益目的事業に直接供しなくなった寄附財産等の

明細等を記載してください。 
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イ 使用区分 

この届出書は、受贈法人等が、寄附財産等（特定管理方法により管理されているものを除きま

す。）を公益目的事業の用に直接供しなくなった場合に、その旨を国税庁長官に届け出るときに

使用します。 

なお、この届出書が提出された場合には、原則として、措法第40条第３項に規定する「第１項

後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈を受けた公益法人等が…当該贈与又は遺贈に係

る財産又は代替資産…をその公益目的事業の用に直接供しなくなったこと」に該当することにな

り、非課税承認が取り消されることとなります。 
 
ロ 記載要領 

(ｲ) 「届出者」には、受贈法人等の主たる事務所の所在地（受贈法人等が個人である場合は、その

受贈法人等の納税地）、氏名又は名称等を記載してください。なお、「公益信託の名称」欄及び

「業種又は職業」欄は、届出者が公益信託の受託者である場合に記載してください（その公益信

託の受託者が個人である場合は、「代表者氏名」欄及び「連絡先氏名」欄の記載は不要です。）。 

  ※ 上記の公益信託の受託者が個人である場合で、納税地と住所が異なるときは、欄外に住所を

記載してください。 

(ﾛ) 「公益目的事業の用に直接供しなくなった財産等の寄附者」には、寄附財産を寄附した人の寄

附時又は現在の住所等を記載してください。 

(ﾊ) 「公益目的事業の用に直接供しなくなった財産等の明細」には、公益目的事業の用に直接供し

なくなった寄附財産等の明細を承認申請書第３表の記載要領に準じて記載してください。なお、

「公益目的事業の用に直接供しなくなった理由」欄は、具体的に記載してください。 

(ﾆ) 「その他参考事項」には、公益目的事業の用に直接供しなくなったことを届け出るに当たり、

特に参考となる事項を記載してください。 

(ﾎ) この届出書は「公益目的事業の用に直接供しなくなった財産等の寄附者」ごとに作成してくだ

さい。 

(注) 既存の書類等でこの届出書に記載すべき内容が記載されたものがある場合には、この届出書の適宜

の箇所に「別紙のとおり」と記載の上、この届出書と既存の書類等を提出しても差し支えありません。 

 
ハ 届出時確認事項 

確認項目 確認すべき事項 ﾁｪｯｸ 

全項目 記載すべき項目に記載漏れはありませんか。 □ 

 
ニ 添付書類 

 書 類 ﾁｪｯｸ 

公益目的事業の用に直接供しなくなったことが分かる書類その他参考となる資料（※） □ 

※ 例えば、財産等を譲渡した場合には、次のような書類がこれに該当します。 

・財産等を譲渡することを決定した旨の記載のある公益法人等の理事会等の議事録（公益信託の信託

財産とするための寄附に係る財産等の譲渡である場合は、信託行為においてその信託財産の譲渡に

ついて権限を有する者のその寄附財産の譲渡の決定（その譲渡の決定につき公益信託の合議制の機

関、信託管理人その他の者の同意が必要な場合は、その同意を含みます。）に係る議事録その他こ

れに相当する書類）の写し 

・財産等の登記事項証明書 

・売買契約書の写し 

・譲渡代金が入金された通帳の写し など 
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○ 公益信託の主宰受託者の変更があった場合の届出（15ページの⒂参照） 

 

□□□□ 

✔ 

８    ○   ○ 

*** ****

 

東京都○○区××２丁目□ 

03       1111     XXXX 

公益財団法人 ○○○○ 

**** ｼﾝﾀｸｷﾞﾝｺｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 

**** **** 

○ ○ ○ ○ ○ ○ □ □ 

公益信託 ○○○○ 

*** ****

 

東京都○○区××２丁目■ 

ｺｳｴｷｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ **** 

○○○○ 信託銀行株式会社 

**** **** 

× × × × 

03        2222    XXXX 

△ △ □ □ 

８       ○        ○ 

*** ****

 
ｺｳｴｷｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ **** 

公益財団法人 □□□□ 

公益信託 ○○○○ 

**** **** 

△ △ △ △ 

03        3333    XXXX 

□ □ □ □ 

財団法人（公益） 

東京都○○区××２丁目○ 

☞ 主宰受託者を変更した理由を記載してください。 

 

☞ 「【届出者の区分】」欄の□にレ印を付し、該当する主宰受託者の

所在地・名称・所轄税務署名等を記載してください。 

☞ 【届出者の区分】で該当しなかった

変更前又は変更後の主宰受託者の所在

地・名称等を記載してください。 

 

☞ 共同受託の場合は、主宰受託者以外の

受託者の所在地・名称等を記載してくだ

さい。記載しきれない場合は、適宜の用

紙に記載してください。 

 

財団法人（公益） 
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イ 使用区分 

この届出書は、一の公益信託の受託者が２以上ある場合において、その主宰受託者の変更があ

ったときに、使用します。なお、変更前の主宰受託者及び変更後の主宰受託者は、それぞれ、こ

の届出書を主たる事務所の所在地（提出者が個人である場合は、その提出者の納税地）を所轄す

る税務署長を経由して国税庁長官に提出してください。 

 

ロ 記載要領 

(ｲ) 「届出者の区分」欄には、届出者の区分に応じて、該当する□にレ印を記入してください。 

(ﾛ) 「届出者」には、届出者の主たる事務所の所在地（届出者が個人である場合は、その届出者の

納税地）、氏名又は名称等を記載してください。なお、届出者が個人である場合は、「代表者氏

名」欄及び「連絡先氏名」欄の記載は不要です。 

  ※ 上記の届出者が個人である場合で、納税地と住所が異なるときは、欄外に住所を記載してく

ださい。 

(ﾊ) 「主宰受託者以外の受託者」は、上記(ﾛ)に準じて記載してください。 

(ﾆ) 「主宰受託者の変更年月日」欄には、主宰受託者の変更があった日を記載してください。 

(ﾎ) 「【届出者の区分】で該当しなかった変更前又は変更後の主宰受託者」には、その主宰受託者

の主たる事務所の所在地（その主宰受託者が個人である場合は、その主宰受託者の納税地）及び

氏名又は名称を記載してください。なお、「【届出者の区分】で該当しなかった変更前又は変更

後の主宰受託者」が個人である場合は、「代表者氏名」欄及び「連絡先氏名」欄の記載は不要で

す。 

(ﾍ) 「変更の理由」には、主宰受託者の変更の理由を記載してください。 

(注) 主宰受託者以外の受託者が３以上ある場合等この届出書に記載しきれない場合は、適宜の用紙に記

載し、添付してください。 

 

ハ 届出時確認事項 

確認項目 確認すべき事項 ﾁｪｯｸ 

全項目 記載すべき項目に記載漏れはありませんか。 □ 

 

ニ 添付書類 

 書 類 ﾁｪｯｸ 

１ 変更後の主宰受託者の登記事項証明書等（変更後の主宰受託者が法人である場合） □ 

２ 主宰受託者の変更の事実が確認できる書類 □ 
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⑵ 租税特別措置法第 40 条第６項から第 12項までの規定の適用を受けることの確認書 

受贈法人等が、措法第 40 条第６項から第 12 項までの規定による各届出書（29～43 ページ参照）を

提出する場合には、寄附財産等を引き継ぐ公益法人等が作成した次の書類を添付する必要があります。 

【参考様式】 

 

☞ 寄附財産等を引き継ぐ公益法人等の所在地・

名称・所轄税務署名等を記載してください。 

☞ 寄附財産等の贈与等を行う

受贈法人等の所在地・名称等

を記載してください。 

☞ 寄附財産等を引き継ぐ公益法人等又は寄附財産等の贈与等を

行う受贈法人等が共同受託の公益信託の受託者である場合に、

主宰受託者以外の受託者について記載してください。 

☞ 次の区分に応じて次の数字を記載してください。 

⑴ 措法第40条第６項の規定の適用を受ける場合 （８、29ページ参照）･･･「６」 

⑵ 措法第40条第７項の規定の適用を受ける場合 （８、31ページ参照）･･･「７」 

⑶ 措法第40条第８項の規定の適用を受ける場合 （９、33ページ参照）･･･「８」 

⑷ 措法第40条第９項の規定の適用を受ける場合 （10、35ページ参照）･･･「９」 

⑸ 措法第40条第10項の規定の適用を受ける場合 （11、37ページ参照）･･･「10」 

⑹ 措法第40条第11項の規定の適用を受ける場合 （11、40ページ参照）･･･「11」 

⑺ 措法第40条第12項の規定の適用を受ける場合 （12、42ページ参照）･･･「12」 
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⑶ 租税特別措置法第 40 条第  項の規定の適用を受ける場合の付表 

  受贈法人等である公益信託の受託者が２以上ある場合において、措法第 40 条第５項から第 14 項ま

で（第６項、第 10 項及び第 13 項を除きます。）の規定による各届出書又は同条第 18項の規定による

確認申請書を提出する場合には、その届出者又は確認申請者が作成した次の書類を添付する必要があ

ります。 

 

☞ 届出者又は申請者の共同受託者（主宰受託者以外の受託者）の

所在地・名称等を記載してください。 

☞ 解散引継法人等、引継法人等、受贈公益法人等、引継受託者、帰

属権利者又は当初受託者のうち主宰受託者以外の受託者の所在地・

名称等を記載してください。 

☞ 次の区分に応じて次の数字を記載してください。 

⑴ 措法第40条第５項の規定の適用を受ける場合 （５、６、25、27ページ 

参照）                                                        ･･･「５」 

⑵ 措法第40条第７項の規定の適用を受ける場合 （８、31ページ参照）･･･「７」 

⑶ 措法第40条第８項の規定の適用を受ける場合 （９、33ページ参照）･･･「８」 

⑷ 措法第40条第９項の規定の適用を受ける場合 （10、35ページ参照）･･･「９」 

⑸ 措法第40条第11項の規定の適用を受ける場合 （11、40ページ参照）･･･「11」 

⑹ 措法第40条第12項の規定の適用を受ける場合 （12、42ページ参照）･･･「12」 

⑺ 措法第40条第14項の規定により準用する同条第13条の適用を受ける場合  

（13ページ参照）                         ･･･「14」 

⑻ 措法第40条第18項の規定の確認を求める場合 （15ページ参照）    ･･･「18」 


